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第
一
六
　
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
の
対
抗
要
件

改
正
信
託
法
は
、
第
一
四
条
に
お
い
て
、
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
の
対
抗
要
件
と
し
て
、
「
登
記
又
は
登
録
し
な
け
れ
ば
権
利

の
得
喪
及
び
変
更
を
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
財
産
に
つ
い
て
は
、
信
託
の
登
記
又
は
登
録
を
し
な
け
れ
ば
、
当
該
財

産
が
信
託
財
産
に
属
す
る
こ
と
を
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
規
定
す
る
。

ま
ず
、
「
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
の
対
抗
要
件
」
と
言
う
表
題
で
規
定
す
る
本
条
は
、
信
託
の
公
示
（
信
託
の
対
抗
要
件
）
　
に

（1）

つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
今
回
の
改
正
法
に
お
い
て
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
の
対
抗
要
件
と
表
記

（2）

さ
れ
て
い
る
が
、
立
法
論
と
し
て
、
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
の
対
抗
要
件
で
は
な
く
、
信
託
に
対
す
る
対
抗
要
件
と
す
べ
き
で
あ

ろ
う
（
旧
信
託
法
三
条
の
趣
旨
に
関
す
る
判
例
と
し
て
、
信
託
に
対
す
る
対
抗
要
件
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
大
判
昭
和
四
年
一
二
月
七
日
民

集
八
巻
九
〇
六
頁
（
有
価
証
券
の
場
合
）
、
中
野
正
俊
・
信
託
法
判
例
研
究
（
新
訂
版
）
七
七
頁
以
下
参
照
、
最
判
昭
和
二
五
年
二
月
一
六
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自
民
集
四
巻
一
二
号
五
六
七
頁
（
不
動
産
の
場
合
）
、
中
野
・
前
掲
書
七
〇
頁
以
下
参
照
、
四
宮
和
夫
…
信
託
法
［
新
版
］
一
六
三
頁
参
照
）
。

な
ぜ
な
ら
、
本
条
の
規
定
は
、
解
釈
論
と
し
て
、
信
託
の
公
示
に
関
す
る
不
動
産
登
記
法
　
（
九
七
条
以
下
）
　
と
の
関
係
上
、
信
託
財

産
の
対
抗
要
件
に
関
す
る
規
定
と
言
う
よ
り
も
、
信
託
（
信
託
行
為
「
信
託
条
項
全
部
」
）
　
の
対
抗
要
件
に
関
す
る
規
定
と
言
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。
信
託
の
公
示
に
は
、
信
託
財
産
の
ほ
か
に
、
信
託
（
信
託
行
為
）
　
の
内
容
に
関
す
る
対
抗
要
件
と
解
す
る
こ
と
が
で

（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

き
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
信
託
公
示
に
お
け
る
「
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
言
う
の
は
、
信
託
の
関
係
当
事
者
が
「
第

三
者
」
　
に
対
し
て
、
信
託
関
係
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
言
う
意
味
で
あ
る
　
（
松
本
崇
・
信
託
法
（
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
）

三
八
頁
参
照
）
。

つ
ぎ
に
、
信
託
の
公
示
に
関
す
る
改
正
前
の
信
託
法
は
「
登
記
又
ハ
登
録
ス
ヘ
キ
財
産
権
こ
付
テ
ハ
」
　
（
三
条
一
項
）
　
と
規
定
し

て
い
た
の
に
対
し
て
、
改
正
信
託
法
は
「
登
記
又
は
登
録
し
な
け
れ
ば
権
利
の
得
喪
及
び
変
更
を
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
財
産
に
つ
い
て
は
」
と
規
定
す
る
。
民
法
上
の
不
動
産
に
お
け
る
物
権
変
動
の
対
抗
要
件
に
関
す
る
規
定
（
民
法
一
七
七
条
）

を
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
改
正
前
の
信
託
法
三
条
と
本
条
と
は
、
条
文
の
表
現
方
法
は
相
違
す
る
が
、
同
趣
旨
と
解
す
る

（5）

こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
立
法
論
と
し
て
は
、
旧
信
託
法
三
条
の
方
が
表
現
方
法
と
し
て
簡
潔
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
「
登
記
又
は
登
録
し
な
け
れ
ば
第
三
者
に
対
抗
で
き
な
い
財
産
に
つ
い
て
は
」
と
規
定
す
る
こ
と
で
足
り
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
改
正
前
の
信
託
法
は
有
価
証
券
に
つ
い
て
特
殊
な
信
託
の
公
示
方
法
を
定
め
て
い
た
が
　
（
旧
信
託
法
三
条
二
項
）
、
改
正

（6）

信
託
法
は
、
有
価
証
券
に
関
す
る
信
託
の
公
示
方
法
に
つ
い
て
削
除
さ
れ
て
い
る
。
有
価
証
券
に
つ
い
て
は
、
信
託
行
為
に
お
い
て

公
示
を
省
略
す
る
旨
を
定
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
営
業
信
託
に
お
い
て
は
、
投
資
目
的
の
た
め

に
保
有
す
る
有
価
証
券
等
に
つ
い
て
、
信
託
の
公
示
が
省
略
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
（
岡
部
亮
「
信
託
の
公
示
」
遺
言
信
託
の
理

論
と
実
務
（
財
団
法
人
ト
ラ
ス
ト
6
0
、
ト
ラ
ス
ト
6
0
研
究
叢
書
）
五
九
頁
）
。
改
正
信
託
法
が
有
価
証
券
の
公
示
方
法
を
削
除
し
た
こ
と
は
、（5）42巻1号（2007．7）



営
業
信
託
に
お
い
て
は
受
託
者
（
信
託
銀
行
）
は
信
用
力
が
あ
り
問
題
は
な
い
と
し
て
も
、
民
事
信
託
に
お
い
て
は
き
わ
め
て
問
題

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
民
事
信
託
に
お
い
て
は
、
投
資
目
的
と
言
う
よ
り
も
管
理
目
的
の
場
合
も
少
な
く
な
く
（
大
判
昭
和
七
年

論
　
三
月
二
五
日
刑
集
〓
巻
二
二
号
一
八
五
八
頁
、
中
野
正
俊
・
信
託
法
判
例
研
究
（
新
訂
版
）
二
〇
二
頁
以
下
参
照
）
、
必
ず
し
も
経
済
的

（7）

信
用
の
あ
る
者
が
受
託
者
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
信
託
財
産
で
あ
る
有
価
証
券
に
つ
い
て
、
受
託
者
の
債
権
者
か
ら

の
強
制
執
行
等
に
対
し
て
、
信
託
財
産
で
あ
る
旨
を
理
由
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
信
託
に
お
け
る
倒
産
隔
離
機

（8）

能
は
、
信
託
の
公
示
か
ら
派
生
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
本
条
は
、
「
登
記
又
は
登
録
を
し
な
け
れ
ば
権
利
の
得
喪
及
び
変
更
を
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
財
産
に

っ
い
て
」
と
規
定
す
る
が
、
「
登
記
又
は
登
録
」
の
方
法
の
な
い
財
産
（
財
産
権
）
　
に
つ
い
て
、
改
正
前
の
信
託
法
と
同
様
、
立
法

論
と
し
て
何
ら
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
　
（
登
記
又
は
登
録
の
定
め
の
な
い
財
産
に
関
す
る
分
別
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
、
三
四
条
一
項

二
号
、
三
号
参
照
）
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
改
正
前
の
信
託
法
は
、
立
法
論
と
し
て
、
欠
陥
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
（
大
阪
谷

公
雄
「
信
託
の
公
示
に
就
い
て
」
会
報
信
託
一
二
巻
一
号
…
二
号
（
「
信
託
法
の
研
究
［
下
］
実
務
宿
一
五
〇
頁
以
下
参
照
」
所
収
）
。
し
か
し
、

「
登
記
又
は
登
録
」
の
方
法
の
な
い
財
産
（
財
産
権
）
　
に
つ
い
て
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
財
産
が
多
種
多
様
で
あ
る
た
め
、
立
法
論

と
し
て
、
か
か
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
登
記
又
は
登
録
の
方
法
の
な
い
財

産
に
つ
い
て
は
、
学
説
・
判
例
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
従
前
、
解
釈
論
と
し
て
、
公
示
方
法
を
具
備
し
て
い
な
く
て
も
第

三
者
に
対
抗
し
得
る
と
解
す
る
説
（
三
淵
忠
彦
・
信
託
法
及
信
託
業
法
四
九
…
五
〇
頁
、
入
江
真
太
郎
・
信
託
法
原
論
二
〇
二
頁
、
四
宮
和

夫
…
信
託
法
［
新
版
］
一
六
九
頁
、
永
井
寄
書
「
日
本
信
託
法
要
義
㈱
」
信
託
集
会
所
会
報
一
六
巻
四
号
三
四
頁
、
最
判
昭
和
二
九
年
二
月

一
六
日
裁
判
集
民
一
六
号
四
六
七
頁
、
判
時
四
一
号
〓
頁
）
と
第
三
者
は
信
託
関
係
を
否
認
し
得
る
と
解
す
る
説
（
遊
佐
慶
夫
・
信
託

法
制
評
論
五
八
頁
以
下
）
と
が
対
立
し
て
い
た
。

42巻1号（2007．7）（6）



仙
　
「
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
」
（
た
と
え
ば
、
一
四
条
、
一
五
条
、
一
六
条
、
一
七
条
、
一
八
条
等
）
と
か
、
「
国
有
財
産
に
属
す
る
財
産
」

（
た
と
え
ば
、
一
七
条
、
一
八
条
、
一
九
条
等
）
と
か
規
定
す
る
が
、
端
的
に
「
信
託
財
産
」
「
固
有
財
産
」
と
表
現
す
る
こ
と
で
足
り
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

㈱
　
「
登
記
又
は
登
録
」
が
信
託
財
産
に
対
す
る
対
抗
要
件
と
し
た
の
は
、
超
個
人
的
要
素
を
重
視
す
る
立
場
に
よ
る
も
の
で
、
信
託
財
産

に
対
し
て
実
質
的
に
法
主
体
を
付
与
す
る
立
場
に
立
脚
す
れ
ば
当
然
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

㈱
　
信
託
の
公
示
は
、
受
託
者
が
背
信
的
に
信
託
財
産
を
処
分
し
た
場
合
等
に
お
い
て
、
第
三
者
に
対
し
て
、
信
託
に
よ
る
旨
の
対
抗
要
件

に
な
る
　
（
旧
信
託
法
三
一
条
等
参
照
）
。

㈱
　
「
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
か
」
に
つ
い
て
、
大
阪
谷
公
雄
・
総
合
判
例
研
究
叢
書
民
法

（
2
2
）
一
八
五
頁
参
照
。

㈲
　
「
登
記
又
ハ
登
録
ス
ヘ
キ
財
産
（
権
）
　
こ
付
テ
」
（
旧
信
託
法
三
条
一
項
）
と
「
登
記
又
は
登
録
し
な
け
れ
ば
権
利
の
得
喪
及
び
変
更
を

第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
財
産
に
つ
い
て
」
（
改
正
信
託
法
一
四
条
）
と
は
、
い
ず
れ
も
内
容
上
、
公
示
方
法
と
し
て
登
記

ま
た
は
登
録
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
登
記
ま
た
は
登
録
を
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
第
三
者
に
対
し
主
張
す
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
な
い
財
産
（
権
）
　
の
意
味
で
あ
る
。

㈲
　
改
正
信
託
法
の
特
色
は
、
有
価
証
券
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
委
託
者
の
占
有
の
顆
庇
は
受
託
者
が
承
継
す
る
旨
の
規
定
（
一
五
条
）

の
よ
う
に
、
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

聞
　
破
産
者
が
受
託
者
に
な
り
得
る
（
改
正
信
託
法
七
条
）
　
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

改正信託法評論（二）

（8）

信
託
の
公
示
自
体
は
倒
産
隔
離
機
能
の
効
果
が
生
じ
る
が
、
信
託
の
登
記
又
は
登
録
で
き
な
い
財
産
に
つ
い
て
は
、
第
三
者
に
対
す
る

対
抗
要
件
を
欠
訣
す
る
た
め
、
倒
産
隔
離
機
能
の
効
果
を
有
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
信
託
に
お
け
る
倒
産
隔
離
機
能
は
受
託
者
の
固
有
財

産
と
の
隔
離
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
（
最
判
平
成
一
四
年
一
月
一
七
日
民
集
五
六
巻
一
号
二
〇
頁
）
、
委
託
者
の
破
産
の
場
合
に
は
、

信
託
の
登
記
ま
た
は
登
録
の
有
無
を
問
わ
ず
、
委
託
者
の
破
産
財
産
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
東
地
判
昭
和
八
年
二
一
月
九
日
評

論
二
三
巻
五
一
一
頁
）
。
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七

信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
の
占
有
の
恨
庇
の
承
継



説

改
正
信
託
法
は
、
第
一
五
条
に
お
い
て
、
委
託
者
の
占
有
の
暇
痕
に
つ
い
て
、
「
受
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
の
占
有

に
つ
い
て
、
委
託
者
の
占
有
の
環
痕
を
承
継
す
る
」
と
規
定
す
る
。

論
　
本
条
は
、
改
正
前
の
信
託
法
（
旧
信
託
法
一
三
条
）
に
お
い
て
も
同
様
な
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
委
託
者
が
処
分
権
を

有
し
な
い
他
人
の
財
産
を
も
っ
て
設
定
さ
れ
る
信
託
が
存
す
る
場
合
を
想
定
し
て
設
け
ら
れ
た
規
定
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の

よ
う
な
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
暇
庇
の
あ
る
（
悪
意
の
）
占
有
者
が
委
託
者
と
し
て
、
そ
の
占
有
物
（
信
託
財
産
）
を

暇
庇
の
な
い
（
善
意
の
）
受
託
者
に
移
転
し
、
自
ら
受
益
者
に
な
っ
て
不
当
な
利
益
を
得
て
、
真
の
権
利
者
の
権
利
を
侵
害
す
る
恐

（1）

れ
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
委
託
者
に
処
分
権
の
存
し
な
い
他
人
の
財
産
を
も
っ
て
設
定
さ
れ
た
信
託
で
あ
っ
て
も
、

（2）

信
託
行
為
自
体
は
有
効
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
受
託
者
は
、
委
託
者
の
占
有
の
塀
庇
を
承
継
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

本
条
の
規
定
は
、
委
託
者
か
ら
受
託
者
に
対
し
て
財
産
（
権
）
を
移
転
す
る
と
言
う
信
託
の
特
性
に
基
づ
い
て
、
信
託
制
度
の
悪

用
す
な
わ
ち
委
託
者
に
処
分
権
の
存
し
な
い
他
人
の
財
産
を
も
っ
て
設
定
さ
れ
る
信
託
に
つ
い
て
、
民
法
の
規
定
（
一
八
七
条
一
項
、

二
項
、
一
九
二
条
）
の
適
用
を
排
除
し
て
、
真
の
所
有
者
を
保
護
す
る
趣
旨
で
あ
る
か
ら
、
格
別
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
本
条
の
法
意
に
つ
い
て
は
、
立
法
論
と
は
別
に
、
解
釈
論
と
し
て
、
実
務
上
に
お
い
て
も
、
大
い
に
議
論
す
べ
き
問
題

（3）

点
を
内
在
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
受
託
者
に
よ
る
信
託
財
産
の
占
有
に
つ
い
て
、
自
主
占
有
（
債
権
説
）
か
他
主
占
有
（
実
質
的

法
主
体
説
、
制
限
的
権
利
移
転
説
）
あ
る
い
は
代
理
占
有
（
相
対
的
権
利
移
転
説
）
か
を
は
じ
め
、
そ
の
適
用
範
周
と
し
て
、
契
約

信
託
の
み
の
規
定
か
遺
言
信
託
に
も
適
用
さ
れ
る
の
か
、
動
産
、
不
動
産
は
も
ち
ろ
ん
有
価
証
券
、
金
銭
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る

（4）
の
か
、
占
有
の
暇
庇
の
み
を
対
象
に
し
た
規
定
な
の
か
権
利
の
暇
庇
に
も
適
用
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
、
自
益
信
託
と
他
益
信
託
と
で

適
用
上
差
異
が
存
す
る
の
か
等
が
問
題
に
な
る
。

っ
ぎ
に
、
今
回
の
改
正
法
の
問
題
点
は
、
改
正
前
の
信
託
法
が
「
前
項
ノ
規
定
ハ
金
銭
其
ノ
他
ノ
物
又
ハ
有
価
証
券
ノ
給
付
ヲ
目
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改正信託法評論（二）

的
ト
ス
ル
有
価
証
券
二
付
之
ヲ
準
用
ス
」
（
旧
信
託
法
一
三
条
二
項
）
と
規
定
し
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
規
定
が
削
除
さ
れ
た
こ

と
で
あ
る
。
改
正
前
の
本
項
は
、
立
法
論
と
し
て
、
有
価
証
券
の
種
類
に
制
限
を
設
け
た
規
定
で
あ
る
と
し
て
、
厳
し
く
批
判
さ
れ

（5）

て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
占
有
畷
庇
の
承
継
に
関
す
る
法
理
は
、
有
価
証
券
全
体
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
株
券
の

よ
う
に
、
こ
の
制
限
か
ら
洩
れ
た
有
価
証
券
が
存
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
　
（
青
木
徹
二
・
信
託
法
論
一
六
一
頁
、
入

江
真
太
郎
・
全
訂
信
託
法
原
論
二
三
八
頁
、
三
淵
忠
彦
・
信
託
法
及
信
託
業
法
五
四
頁
、
栗
栖
剋
夫
…
信
託
法
網
論
二
二
四
頁
、
遊
佐
慶
夫
・

信
託
法
制
評
論
七
六
頁
、
永
井
毒
舌
「
日
本
信
託
法
要
義
㈱
」
信
託
集
会
所
会
報
一
六
巻
六
号
五
二
頁
、
梶
山
純
・
川
村
正
幸
編
著
・
現
代
商

法
I
　
（
総
則
・
商
行
為
）
一
四
九
頁
）
。

今
回
の
改
正
法
が
上
記
の
よ
う
な
批
判
に
対
応
す
る
た
め
に
有
価
証
券
に
関
す
る
規
定
を
削
除
し
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
解
釈

論
と
し
て
、
有
価
証
券
に
関
す
る
占
有
鞍
庇
の
承
継
を
除
外
す
る
趣
旨
で
は
な
く
、
「
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
」
の
中
に
有
価
証

券
を
包
含
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
さ
れ
た
も
の
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
立
法
論
と
し
て
、
実
務
上
有
価
証
券
は
重
要

な
信
託
財
産
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
本
条
二
項
に
「
前
項
の
規
定
は
有
価
証
券
に
つ
い
て
準
用
す
る
」
（
遊
佐
慶
夫
・
信
託
法
制

評
論
七
六
頁
参
照
）
と
規
定
す
る
こ
と
も
一
案
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
か
。

川
　
民
法
の
占
有
暇
庇
の
原
則
（
一
八
七
条
）
に
よ
れ
ば
、
占
有
（
信
託
財
産
）
　
の
承
継
人
（
受
託
者
）
は
、
自
己
の
占
有
の
み
を
主
張
す

る
か
、
ま
た
は
自
己
の
占
有
に
前
主
（
委
託
者
）
　
の
占
有
を
併
せ
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
受
託
者
は
選
択
権
を
有

す
る
の
で
あ
る
が
、
受
託
者
に
よ
る
委
託
者
の
占
有
承
継
に
関
す
る
本
条
は
、
受
託
者
の
選
択
権
を
奪
い
、
受
託
者
は
委
託
者
の
占
有
の

鞍
庇
を
承
継
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

㈹
　
占
有
暇
庇
の
承
継
が
問
題
に
な
る
の
は
、
自
主
占
有
の
場
合
で
あ
っ
て
、
他
主
占
有
の
場
合
に
は
「
占
有
の
蝦
庇
」
と
い
う
べ
き
で
は

な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
　
（
四
宮
和
夫
・
信
託
法
［
新
版
］
一
九
七
頁
、
我
妻
栄
＝
有
泉
亨
・
民
法
講
義
Ⅱ
［
五
六
四
］
頁
、
柚
木
馨
－
高
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論　　説

木
多
喜
男
・
判
例
物
権
法
総
論
（
補
訂
版
）
三
四
〇
－
三
四
一
頁
）
の
に
対
し
て
、
占
有
蝦
庇
の
承
継
は
他
主
占
有
に
お
い
て
の
み
認
め

ら
れ
る
（
大
阪
谷
公
雄
・
信
託
法
セ
ミ
ナ
ー
二
八
二
頁
、
な
お
、
松
本
崇
・
信
託
法
（
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
）
九
九
頁
は
、
他
主
占
有
と
は

明
言
し
て
い
な
い
が
、
自
主
占
有
（
所
有
の
意
思
を
も
っ
て
す
る
占
有
）
　
で
な
い
、
と
言
わ
れ
る
。

㈱
　
詳
細
は
、
中
野
正
俊
「
委
託
者
の
占
有
暇
庇
と
受
託
者
の
暇
痕
承
継
」
法
学
志
林
一
〇
五
巻
一
号
に
掲
載
予
定

㈱
　
改
正
前
の
信
託
法
に
お
い
て
、
改
正
信
託
法
一
五
条
と
同
様
な
る
規
定
で
あ
る
が
、
判
例
は
占
有
の
環
庇
の
み
を
承
継
す
る
と
解
し
て

い
る
（
東
地
判
昭
和
二
年
五
月
一
七
日
新
聞
二
七
一
三
頁
、
中
野
正
俊
・
信
託
法
判
例
研
究
（
新
訂
版
）
一
七
三
頁
以
下
。
こ
れ
に
対
し

て
、
学
説
は
、
委
託
者
の
占
有
の
暇
痕
の
み
で
は
な
く
、
権
利
の
暇
庇
の
承
継
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
（
四
宮
和
夫
・
信
託
法
［
新

版
］
一
九
八
頁
、
田
中
賓
「
信
託
法
講
義
㈱
」
会
報
信
託
二
　
二
号
八
六
頁
）
。

㈱
　
信
託
財
産
た
る
有
価
証
券
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
実
務
上
、
信
託
法
・
信
託
業
法
上
と
く
に
制
限
は
な
く
、
一
般
に
有
価
証
券
と
さ
れ

る
も
の
は
す
べ
て
対
象
に
な
る
と
解
さ
れ
る
（
経
済
法
令
研
究
全
編
…
信
託
の
実
務
二
二
七
頁
）
。
た
だ
し
、
不
完
全
な
有
価
証
券
と
言

わ
れ
る
株
券
は
、
「
金
銭
其
の
他
の
物
又
は
有
価
証
券
の
給
付
を
目
的
と
す
る
有
価
証
券
」
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
受
託
者
は

委
託
者
の
占
有
の
暇
庇
を
承
継
し
な
い
と
解
す
る
の
が
通
説
で
あ
っ
た
（
青
木
撤
二
…
信
託
法
論
〓
ハ
一
頁
、
入
江
莫
太
郎
・
全
訂
信
託

法
原
論
二
三
八
頁
、
三
淵
忠
彦
・
信
託
法
及
信
託
業
法
五
四
頁
等
）
。
そ
れ
故
に
、
今
回
の
改
正
法
は
、
有
価
証
券
に
関
す
る
規
定
を
削

除
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
四
宮
和
夫
博
士
を
は
じ
め
（
四
宮
・
前
掲
書
八
二
頁
、
一
九
八
頁
）
、
商
法
学
者
は
、
株
券
を
有
価
証
券
概

念
に
包
含
す
る
た
め
に
、
種
々
解
釈
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
岩
本
慧
・
新
訂
商
法
I
（
総
則
・
商
行
為
法
）
一
四
九
頁
参
照
、

梶
山
純
・
川
村
正
幸
編
著
…
現
代
商
法
［
第
八
版
］
三
一
四
頁
参
照
）
。

（1）

第
一
八
　
信
託
財
産
の
範
囲

改
正
信
託
法
は
、
第
一
六
条
に
お
い
て
、
信
託
財
産
の
範
囲
と
し
て
、
「
信
託
行
為
に
お
い
て
信
託
財
産
に
属
す
べ
き
も
の
と
定

め
ら
れ
た
財
産
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
財
産
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
」
と
規
定
し
、
「
一
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
の
管
理
、

処
分
、
滅
失
、
損
傷
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
受
託
者
が
得
た
財
産
　
二
　
次
条
、
第
一
八
条
、
第
一
九
条
（
第
八
四
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
二
二
六
条
第
三
項
、
第
二
二
八
条
第
三
項
及
び
第
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二
五
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
信
託
財
産
に
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
財
産
（
第
一
八
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
　
の
規
定
に
よ
り
信
託
財
産
に
属
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た
共
有
持
分
及
び
第
一
九
条
の
規
定
に
よ
る
分
割
に

よ
っ
て
信
託
財
産
に
属
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
財
産
を
含
む
。
）
」
と
規
定
す
る
。

信
託
財
産
の
範
囲
と
言
う
表
題
で
規
定
す
る
本
条
一
号
は
、
民
法
上
の
用
語
に
修
正
し
た
上
（
「
毀
損
」
か
ら
「
損
傷
」
　
へ
）
、
改

正
前
の
信
託
法
に
も
設
け
ら
れ
て
い
た
規
定
で
あ
る
。
立
法
論
と
し
て
は
、
格
別
問
題
は
な
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

本
条
二
号
は
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
規
定
で
あ
る
。
本
条
二
号
に
よ
れ
ば
、
立
法
論
と
し
て
疑
義
の
存
す
る
規
定
と

言
い
得
る
が
、
一
七
条
（
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
の
付
合
等
）
、
一
八
条
（
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
と
国
有
財
産
に
属
す
る
財

産
と
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
財
産
）
、
一
九
条
（
信
託
財
産
と
固
有
財
産
等
と
に
属
す
る
共
有
物
の
分
割
）
、
二
二
六

条
三
項
（
当
該
給
付
を
受
け
た
受
益
者
現
に
受
け
た
個
別
の
給
付
額
に
相
当
す
る
金
銭
の
受
託
者
に
対
す
る
支
払
の
義
務
の
規
定
に

よ
り
）
受
益
者
か
ら
受
託
者
に
対
し
支
払
わ
れ
た
金
銭
、
二
二
八
条
三
項
（
当
該
給
付
を
受
け
た
受
益
者
欠
損
額
（
当
該
欠
損
額
が

現
に
受
け
た
個
別
の
給
付
額
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
給
付
額
）
　
に
相
当
す
る
金
銭
の
受
託
者
に
対
す
る
支
払
の
義
務
）

に
よ
り
受
益
者
か
ら
受
託
者
に
対
し
支
払
わ
れ
た
金
銭
及
び
二
五
四
条
二
項
（
会
計
監
査
人
の
損
失
補
填
責
任
等
に
よ
り
）
損
失
補

填
と
し
て
会
計
監
査
人
が
受
託
者
に
対
し
交
付
し
た
金
銭
そ
の
他
の
財
産
は
、
信
託
財
産
の
範
囲
に
属
す
る
旨
を
規
定
す
る
も
の
で

あ
る
。0

　
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
の
付
合
等
に
よ
り
信
託
財
産
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
信
託
財
産
の
添
付
（
付
合
、

混
和
、
加
工
）
　
に
よ
る
場
合
（
一
七
条
）
、
そ
の
合
成
物
は
、
す
べ
て
信
託
財
産
に
な
る
の
で
は
な
く
、
添
付
の
状
態
に
よ
り
、

信
託
財
産
に
な
っ
た
り
、
信
託
財
産
で
な
く
な
っ
た
り
す
る
（
民
法
二
四
三
条
－
二
四
四
条
、
中
野
正
俊
・
信
託
法
講
義
八
八
頁
参

照
）
。
し
た
が
っ
て
、
信
託
財
産
の
添
付
に
よ
っ
て
他
の
財
産
が
信
託
財
産
に
な
っ
た
場
合
を
前
提
に
し
て
規
定
さ
れ
た
の
で
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あ
ろ
う
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
然
の
こ
と
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

○
　
信
託
財
産
と
国
有
財
産
と
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
（
一
八
条
）
の
信
託
財
産
の
範
囲
に
つ
い
て
、
「
信

託
財
産
の
添
付
の
場
合
を
除
く
」
（
一
八
条
一
項
括
弧
内
）
と
な
っ
て
い
る
が
、
信
託
財
産
の
添
付
の
場
合
に
起
こ
り
得
る
問

題
で
あ
る
。
信
託
財
産
が
添
付
以
外
に
、
こ
の
よ
う
な
状
態
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
に
、
受
託
者
に
分
別
管
理
義
務
（
三
四
条
）

を
課
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
受
託
者
の
分
別
管
理
義
務
に
つ
い
て
、
任
意
規
定
と
し
た
た

め
に
、
信
託
財
産
と
固
有
財
産
と
が
識
別
で
き
な
く
な
る
状
態
が
生
じ
得
る
で
あ
ろ
う
。

臼
　
信
託
財
産
と
固
有
財
産
等
と
に
属
す
る
共
有
物
の
分
割
に
よ
る
信
託
財
産
の
範
囲
に
つ
い
て
（
一
九
条
）
、
こ
の
場
合
に
も
、

受
託
者
の
分
別
管
理
義
務
を
任
意
規
定
と
し
た
た
め
に
、
信
託
財
産
と
固
有
財
産
等
の
添
付
に
お
い
て
、
起
こ
り
得
る
問
題
で

あ
る
（
民
法
二
四
四
条
、
二
四
七
条
二
項
）
。
信
託
財
産
の
添
付
に
よ
り
共
有
物
に
な
っ
た
場
合
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

民
法
二
四
七
条
お
よ
び
二
四
八
条
に
規
定
が
存
す
る
た
め
、
民
法
の
添
付
の
規
定
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
（
改
正
信
託
法
一
七
条

参
照
）
。

さ
ら
に
、
個
別
信
託
に
お
け
る
信
託
財
産
の
範
囲
に
つ
い
て
、

脚
　
限
定
責
任
信
託
に
お
い
て
（
二
二
六
条
三
項
）
、
受
託
者
が
受
益
者
に
対
し
て
給
付
可
能
額
を
超
過
し
て
支
払
わ
れ
た
金
銭

は
、
信
託
財
産
に
帰
属
す
る
旨
を
明
走
す
る
も
の
で
あ
る
。
限
定
責
任
信
託
と
言
う
信
託
の
性
質
上
、
当
然
の
こ
と
と
解
し
得

る
が
、
実
際
問
題
と
し
て
、
受
益
者
か
ら
の
返
金
を
期
待
す
る
の
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。

㈲
　
限
定
責
任
信
託
に
お
い
て
、
受
託
者
が
受
益
者
に
対
し
て
信
託
財
産
か
ら
の
給
付
を
し
た
場
合
、
当
該
給
付
後
欠
損
額
が
生

じ
た
と
き
は
、
欠
損
額
に
相
当
す
る
金
銭
を
受
益
者
は
受
託
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
六
六
条
二
号
）
。
こ
の
場
合
、

受
益
者
か
ら
受
託
者
に
返
金
さ
れ
た
金
銭
は
信
託
財
産
に
帰
属
す
る
旨
を
明
走
す
る
も
の
で
あ
る
。
限
定
責
任
信
託
と
い
う
信
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託
の
性
質
上
、
当
然
の
こ
と
と
解
し
得
る
が
、
実
際
上
の
問
題
と
し
て
、
受
益
者
か
ら
の
返
金
を
期
待
す
る
の
は
難
し
い
で
あ

ろ
う
。

㈹
　
受
益
証
券
発
行
限
定
責
任
信
託
に
お
い
て
　
（
二
五
四
条
二
項
）
、
会
計
監
査
人
が
そ
の
任
務
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
信
託

（2）

財
産
に
損
失
が
生
じ
た
場
合
、
受
益
者
は
、
当
該
会
計
監
査
人
に
対
し
、
当
該
損
失
の
填
補
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
（
二
五
四
条
一
項
）
。
か
か
る
場
合
、
会
計
監
査
人
が
損
失
の
填
補
と
し
て
受
託
者
に
対
し
交
付
し
た
金
銭
そ

（3）

の
他
の
財
産
は
信
託
財
産
に
帰
属
す
る
旨
を
明
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
信
託
財
産
の
範
囲
に
関
す
る
本
条
は
、
一
般
的
な
信
託
に
加
え
て
個
別
的
な
信
託
　
（
限
定
責
任
信
託

二
二
六
条
三
項
、
受
益
証
券
発
行
限
定
信
託
二
五
四
条
二
項
）
　
に
つ
い
て
も
規
定
し
て
い
る
が
、
個
別
的
な
信
託
に
つ
い
て
は
削
除

さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
個
別
的
な
信
託
に
つ
い
て
は
、
各
々
別
に
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
個
別
的
な
信
託
に
関
し
て
は
、
信
託
財
産
の
範
囲
に
つ
い
て
、
重
複
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

一
般
的
な
信
託
に
お
い
て
は
、
従
前
、
信
託
財
産
の
範
囲
に
関
し
て
、
信
託
財
産
が
債
務
を
負
担
す
る
場
合
の
存
す
る
こ
と
に
着

R
U
し
て
、
詩
学
上
、
信
託
財
産
の
物
上
代
位
性
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
先
学
者
は
、
信
託
財
産
の
統
一
性
…
独
立
性
と
一
亨
っ
概
念
を

構
築
し
て
　
（
四
宮
和
夫
・
前
掲
書
一
七
五
頁
以
下
参
照
、
田
中
賓
・
山
田
昭
・
補
訂
雨
宮
孝
子
…
改
訂
信
託
法
七
〇
頁
以
下
参
照
）
、
か
か
る

問
題
の
解
決
を
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
信
託
財
産
の
範
囲
に
関
す
る
本
条
は
、
改
正
信
託
法
二
一
条
に
規
定
す
る
「
信
託
財
産
責
任

負
担
債
務
の
範
園
」
と
整
合
性
が
問
わ
れ
る
規
定
で
あ
ろ
う
。

川
　
本
条
の
タ
イ
ト
ル
は
「
信
託
財
産
の
範
囲
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
今
回
の
改
正
法
の
表
現
方
法
に
従
う
な
ら
ば
「
信
託
財
産
に
属
す
る

財
産
の
範
囲
」
と
言
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
信
託
財
産
の
範
囲
と
い
う
用
語
で
本
来
十
分
で
あ
る
が
（
第
一
四
条
脚
注
用

参
照
）
、
本
条
の
場
合
、
「
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
の
範
囲
」
の
方
が
適
語
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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㈱
　
「
会
計
監
査
人
が
そ
の
任
務
を
怠
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
信
託
財
産
に
損
失
が
生
じ
た
場
合
」
と
規
定
す
る
が
、
信
託
財
産
に
損
失
を
生

じ
さ
せ
た
の
は
、
会
計
監
査
人
で
は
な
く
受
託
者
で
あ
っ
て
、
会
計
検
査
人
が
任
務
を
怠
っ
た
結
果
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
正
確
に

は
「
会
計
検
査
人
が
任
務
を
怠
っ
た
た
め
に
信
託
財
産
に
生
じ
た
損
失
を
見
逃
し
た
場
合
」
の
意
味
で
は
な
か
ろ
う
か
。

㈱
　
給
付
後
に
欠
損
額
が
生
じ
た
場
合
、
そ
の
欠
損
額
も
信
託
財
産
の
範
囲
に
入
れ
る
こ
と
は
問
題
な
い
が
、
売
買
契
約
に
お
け
る
売
主
の

担
保
責
任
に
つ
い
て
、
数
量
超
過
の
と
き
、
売
主
は
返
還
請
求
を
で
き
な
い
と
言
う
の
が
通
説
・
判
例
（
大
判
明
治
四
一
年
三
月
一
八
日

民
録
一
四
輯
二
九
五
頁
参
照
）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
受
託
者
が
受
益
者
に
対
し
て
欠
損
を
理
由
に
一
度
給
付
し
た
利
益
配

当
金
の
返
還
を
請
求
し
得
る
と
規
定
す
る
の
は
現
実
的
で
は
な
い
。
継
続
的
な
信
託
に
お
け
る
利
益
配
当
金
給
付
の
よ
う
な
場
合
に
は
、

そ
の
次
回
の
利
益
配
当
金
給
付
の
際
に
減
額
す
る
と
言
う
方
法
に
よ
る
処
理
が
最
善
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
一
九
　
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
の
付
合
等

改
正
信
託
法
は
、
第
一
七
条
に
お
い
て
、
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
の
付
合
等
と
し
て
、
「
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
と
国
有
財

産
若
し
く
は
他
の
信
託
の
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
と
の
付
合
若
し
く
は
混
和
又
は
こ
れ
ら
の
財
産
を
材
料
と
す
る
加
工
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
各
信
託
の
信
託
財
産
及
び
固
有
財
産
に
属
す
る
財
産
は
格
別
の
所
有
者
に
属
す
る
も
の
と
み
な
し
て
、
民
法
第
二
四
二

条
か
ら
第
二
四
八
条
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
」
と
規
定
す
る
。

本
条
は
、
改
正
前
の
信
託
法
（
旧
信
託
法
三
〇
条
）
に
お
い
て
も
設
け
ら
れ
て
い
た
規
定
で
あ
り
、
立
法
論
と
し
て
、
格
別
問
題

T
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

は
な
い
。
解
釈
論
と
し
て
も
、
先
学
者
は
、
格
別
問
題
に
し
て
い
な
か
っ
た
。
信
託
の
実
務
に
お
い
て
は
、
受
託
財
産
を
慎
重
に
調

（3）

査
し
て
い
る
た
め
、
信
託
財
産
と
固
有
財
産
等
と
の
添
付
が
生
じ
る
よ
う
な
財
産
を
受
託
し
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

川
　
し
か
し
、
信
託
財
産
の
添
付
の
効
果
に
つ
い
て
、
添
付
の
結
果
信
託
財
産
に
変
動
が
生
じ
た
場
合
、
そ
の
変
動
を
第
三
者
に
対
し
て
対

抗
す
る
に
は
、
公
示
の
変
更
を
必
要
と
す
る
か
否
か
に
関
し
て
、
公
示
の
変
更
を
必
要
と
解
す
る
説
（
四
宮
和
夫
…
前
掲
書
一
九
四
頁
）

と
公
示
の
変
更
を
必
要
と
は
な
い
と
解
す
る
説
（
大
阪
谷
公
雄
「
信
託
の
公
示
方
法
に
就
い
て
」
信
託
協
会
会
報
二
義
一
号
三
〇
頁
、

42巻1号（2007．7）（14）



改正信託法評論（二）

後
に
信
託
法
の
研
究
［
下
］
実
務
編
所
収
一
五
〇
頁
以
下
）
と
対
立
し
て
い
る
。
信
託
財
産
の
実
体
を
表
わ
す
必
要
上
、
前
説
（
四
宮
説
）

を
支
持
し
た
い
。

㈹
　
た
だ
し
、
数
人
の
者
か
ら
金
銭
を
詐
取
し
た
者
が
所
有
す
る
金
銭
は
混
和
で
あ
る
が
（
大
判
明
治
三
六
年
二
月
二
〇
日
民
録
九
輯

二
三
二
頁
）
、
混
和
物
で
あ
る
金
銭
に
つ
い
て
、
信
託
財
産
で
あ
る
旨
を
判
示
し
た
判
例
が
あ
る
（
最
判
昭
和
二
九
年
一
一
月
〓
ハ
日
判

時
四
二
号
一
一
頁
、
中
野
正
俊
・
信
託
法
判
例
研
究
［
新
訂
版
］
一
〇
事
件
八
四
頁
以
下
参
照
）
。

㈱
　
信
託
財
産
の
添
付
に
つ
い
て
は
「
民
法
二
四
二
条
か
ら
二
四
八
条
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
」
と
規
定
す
る
た
め
、
信
託
財
産
の
範
囲

に
つ
い
て
、
改
正
法
一
六
条
二
号
の
添
付
に
関
す
る
規
定
は
、
添
付
の
効
果
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
不
要
な
規
定
と
言
い
得
る
で

あ
ろ
う
。

第
二
〇
　
信
託
財
産
と
国
有
財
産
と
の
識
別
不
能

改
正
信
託
法
は
、
第
一
八
条
に
お
い
て
、
信
託
財
産
と
国
有
財
産
と
の
識
別
不
能
に
つ
い
て
、
「
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
と
国

有
財
産
に
属
す
る
財
産
と
の
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
　
（
前
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
　
に
は
、
各
財
産
の
共

有
持
分
が
信
託
財
産
と
固
有
財
産
と
に
属
す
る
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
共
有
持
分
の
割
合
は
、
そ
の
識
別
す

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
当
時
に
お
け
る
各
財
産
の
価
格
の
割
合
に
応
ず
る
。
2
　
前
項
の
共
有
持
分
は
、
相
等
し
い
も
の
と
推

定
す
る
。
3
　
前
二
項
の
規
定
は
、
あ
る
信
託
の
受
託
者
が
他
の
信
託
の
受
託
者
を
兼
ね
る
場
合
に
お
い
て
、
各
信
託
の
信
託
財
産

に
属
す
る
財
産
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
（
前
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
　
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
信
託
財
産
と
国
有
財
産
」
と
あ
る
の
は
、
「
各
信
託
の
信
託
財
産
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
」
と

規
定
す
る
。

本
条
は
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
規
定
で
あ
る
。
本
条
に
つ
い
て
は
、
共
有
財
産
に
関
す
る
民
法
上
の
原
則
に
倣
っ
た

も
の
で
あ
り
（
本
条
一
項
は
民
法
二
五
二
条
、
二
項
は
二
五
〇
条
）
、
信
託
財
産
の
添
付
に
関
す
る
本
法
一
七
条
の
よ
う
に
、
「
準
用

（15）42巻1号（2007…　7）



説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

す
る
」
と
規
定
す
る
こ
と
で
足
り
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
信
託
設
定
後
、
信
託
財
産
と
受
託
者
の
固
有

財
産
の
混
合
は
、
信
託
財
産
と
国
有
財
産
等
の
添
付
の
場
合
に
生
じ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
信
託
財
産
の
添
付
以
外
に
、
信
託
財
産
と

（2）

論
　
受
託
者
の
固
有
財
産
と
を
識
別
で
き
な
い
よ
う
な
状
態
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
は
常
態
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
条
は
、
如
何
な
る

（3）

種
類
の
信
託
財
産
と
国
有
財
産
と
の
混
合
を
前
提
と
し
て
い
る
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
受
託
者
の
分
別
管
理
義
務
を
任
意
規
定
と
し

た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
（
三
四
条
一
項
た
だ
し
書
参
照
）
。
も
っ
と
も
、
信
託
財
産
と
国
有
財
産
等
と
の
添
付
以
外
の
方
法
で
た
ま
た

ま
受
託
者
の
作
為
ま
た
は
不
作
為
に
よ
り
信
託
財
産
と
国
有
財
産
と
が
識
別
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
も
ち
ろ
ん
受
託
者
の
信
託

財
産
分
別
管
理
義
務
違
反
（
三
四
条
）
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
か
か
る
義
務
違
反
の
処
理
と
し
て
、
本
条
の
規
定
に
し
た
が
っ

て
、
処
理
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
受
託
者
の
信
託
財
産
分
別
管
理
義
務
違
反
の
効
果
に
関
す
る
規
定
は
存
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

川
　
信
託
財
産
と
国
有
財
産
と
の
識
別
不
能
に
つ
い
て
、
委
託
者
の
固
有
財
産
と
信
託
財
産
と
す
る
べ
き
財
産
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、

信
託
設
定
前
の
問
題
と
し
て
、
諾
成
契
約
と
捉
え
る
な
ら
ば
　
（
四
条
一
項
）
、
信
託
契
約
締
結
時
と
信
託
財
産
の
移
転
時
と
が
相
違
す
る

た
め
、
か
か
る
状
態
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。

刷
　
信
託
財
産
の
添
付
の
場
合
を
除
い
て
、
信
託
財
産
と
固
有
財
産
と
が
識
別
不
能
に
な
る
よ
う
な
状
態
は
生
じ
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
信
託
財
産
が
不
動
産
で
あ
る
な
ら
ば
信
託
財
産
の
登
記
に
よ
っ
て
識
別
可
能
で
あ
る
し
、
金
銭
で
あ
る
な
ら
ば
計
算
上

明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
識
別
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
公
示
方
法
の
定
め
の
な
い
財
産
に
つ
い
て
は
、
三
四
条
一
項
二

号
参
照
。

㈱
　
信
託
財
産
と
固
有
財
産
と
の
識
別
不
能
に
つ
い
て
、
福
田
…
池
袋
・
大
矢
・
月
岡
・
詳
解
新
信
託
法
一
四
二
頁
に
よ
れ
ば
、
補
足
説
明

に
若
干
過
筆
し
て
と
断
っ
た
上
で
、
そ
の
事
例
と
し
て
、
「
羊
飼
い
A
が
固
有
財
産
に
属
す
る
羊
二
頭
と
信
託
財
産
に
属
す
る
羊
八
頭
を

柵
で
区
分
け
し
て
飼
育
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
台
風
の
た
め
柵
が
壊
れ
て
、
両
者
に
帰
属
す
る
羊
が
ど
れ
で
あ
っ
た
か
を
識
別
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
状
態
に
な
っ
た
場
合
の
こ
と
で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
き
わ
め
て
分
か
り
や
す
い
例
え
で
あ
る
が
、
羊
飼
い
の
例
を
含

め
て
、
受
託
者
の
国
有
財
産
と
信
託
財
産
と
が
識
別
不
能
に
な
る
よ
う
な
方
法
で
の
管
理
は
容
認
さ
れ
な
い
ば
か
り
か
、
実
際
上
も
あ
り

（16）42巻1号（2007．7）
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得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
仮
に
か
か
る
状
態
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
民
法
上
の
添
付
の
う
ち
混
和
（
民
法

二
四
五
条
）
　
の
問
題
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
二
一
信
託
財
産
と
固
有
財
産
等
と
に
属
す
る
共
有
物
の
分
割

改
正
信
託
法
は
、
第
一
九
条
に
お
い
て
、
信
託
財
産
と
固
有
財
産
と
に
属
す
る
共
有
物
の
分
割
方
法
と
し
て
、
「
受
託
者
に
属
す

る
特
定
の
財
産
に
つ
い
て
、
そ
の
共
有
持
分
が
信
託
財
産
と
国
有
財
産
と
に
属
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
当
該

財
産
の
分
割
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
信
託
行
為
に
お
い
て
定
め
た
方
法
　
二
　
受
託
者
と
受
益
者
（
信
託
管
理
人
が
現
に
存

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
信
託
管
理
人
）
　
と
の
協
議
に
よ
る
方
法
　
三
　
分
割
を
す
る
こ
と
が
信
託
の
目
的
の
達
成
の
た
め
に
合
理

的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
受
益
者
の
利
益
を
害
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
分
割
の
信
託
財

産
に
与
え
る
影
響
、
当
該
分
割
の
目
的
及
び
態
様
、
受
託
者
の
受
益
者
と
の
実
質
的
な
利
害
関
係
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し

て
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
受
託
者
が
決
す
る
方
法
　
2
　
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
二
号
の
協
議
が
調
わ

な
い
と
き
そ
の
他
同
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
分
割
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
受
託
者
又
は
受
益
者
（
信
託
管
理
人

が
現
に
存
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
信
託
管
理
人
）
　
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
同
項
の
共
有
物
の
分
割
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
受
託
者
に
属
す
る
特
定
の
財
産
に
つ
い
て
、
そ
の
共
有
持
分
が
信
託
財
産
と
他
の
信
託
の
信
託
財
産
と
に
属
す
る
場
合
に
は
、

次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
財
産
の
分
割
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
各
信
託
の
信
託
行
為
に
お
い
て
定
め
た
方
法
　
二

各
信
託
の
受
益
者
（
信
託
管
理
人
が
現
に
存
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
信
託
管
理
人
）
　
の
協
議
に
よ
る
方
法
　
三
　
各
信
託
に
つ
い

て
、
分
割
を
す
る
こ
と
が
信
託
の
目
的
の
達
成
の
た
め
に
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
受
益
者
の
利
益
を
害
し

な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
分
割
の
信
託
財
産
に
与
え
る
影
響
、
当
該
分
割
の
目
的
及
び
態
様
、
受
託
者
の
受
益

（17）42巻1号（2007．7）
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者
と
の
実
質
的
な
利
害
関
係
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
て
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
各
信
託
の
受
託
者
が
決
す
る
方
法

4
　
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
二
号
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
そ
の
他
同
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
分
割

論
　
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
各
信
託
の
受
益
者
（
信
託
管
理
人
が
現
に
存
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
信
託
管
理
人
）
は
、
裁

判
所
に
対
し
、
同
項
の
共
有
物
の
分
割
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
す
る
。

本
条
は
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
規
定
で
あ
る
。
本
条
に
つ
い
て
は
、
共
有
財
産
の
分
割
に
関
す
る
民
法
上
の
原
則
に

倣
っ
て
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
信
託
財
産
と
固
有
財
産
等
と
の
添
付
に
よ
っ
て
起
り
得
る
問
題
で
あ

る
が
、
添
付
以
外
で
は
受
託
者
の
分
別
管
理
義
務
を
任
意
規
定
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
生
じ
る
問
題
で
あ
る
。
共
有
財
産
の
分
割

（1）

が
前
提
に
な
る
よ
う
な
信
託
財
産
と
国
有
財
産
等
と
の
共
有
関
係
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
信
託
財
産
と
固
有
財
産
と
の
添
付
に
よ

る
共
有
財
産
の
分
割
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
条
は
特
別
の
意
味
は
あ
る
が
、
共
有
財
産
の
分
割
に
関
す
る
民
法
二
五
八

条
に
規
定
が
存
す
る
。

42巻1号（2007．7）（18）

川
　
受
託
者
が
数
人
い
る
場
合
の
信
託
に
つ
い
て
、
「
信
託
財
産
と
国
有
財
産
と
に
属
す
る
共
有
物
の
分
割
の
特
例
」
（
八
四
条
）
参
照
。
信

託
の
実
務
に
お
い
て
、
受
託
者
の
固
有
財
産
と
信
託
財
産
と
の
分
割
で
は
な
い
が
、
共
同
受
託
と
区
別
す
る
た
め
の
複
数
受
託
の
場
合
に

は
、
信
託
財
産
に
つ
い
て
、
合
有
関
係
だ
け
で
な
く
、
受
託
者
間
の
共
有
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
原
靖
「
共
同
受

託
者
の
合
手
的
行
動
の
義
務
と
責
任
」
信
託
法
研
究
一
七
号
一
〇
頁
参
照
）
。

第
二
二
　
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
に
つ
い
て
の
混
同
の
特
例

改
正
信
託
法
は
、
第
二
〇
条
に
お
い
て
、
信
託
財
産
が
国
有
財
産
と
混
同
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
「
同
一
物
に
つ
い
て
所
有
権
及

び
他
の
物
権
が
信
託
財
産
と
固
有
財
産
又
は
他
の
信
託
の
信
託
財
産
と
に
そ
れ
ぞ
れ
帰
属
し
た
場
合
に
は
、
民
法
第
一
七
九
条
第
一



改正信託法評論（二）

項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
他
の
物
権
は
、
消
滅
し
な
い
。
2
　
所
有
権
以
外
の
物
権
及
び
こ
れ
を
目
的
と
す
る
他
の
権

利
が
信
託
財
産
と
国
有
財
産
又
は
他
の
信
託
の
信
託
財
産
と
に
そ
れ
ぞ
れ
帰
属
し
た
場
合
に
は
、
民
法
第
一
七
九
条
第
二
項
前
段
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
他
の
権
利
は
、
消
滅
し
な
い
。
3
　
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
民
法
第
五
二
〇
条
本
文
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
該
債
権
は
、
消
滅
し
な
い
。
一
信
託
財
産
に
属
す
る
債
権
に
係
る
債
務
が
受
託
者
に
帰
属
し
た
場
合
（
信
託
財
産
責

任
負
担
債
務
と
な
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
　
二
　
信
託
財
産
責
任
負
担
債
務
に
係
る
債
権
が
受
託
者
に
帰
属
し
た
場
合
（
当
該
債
権
が

信
託
財
産
に
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
を
除
く
。
）
　
三
　
国
有
財
産
又
は
他
の
信
託
の
信
託
財
産
に
属
す
る
債
権
に
係
る
債
務
が

受
託
者
に
帰
属
し
た
場
合
（
信
託
財
産
責
任
負
担
債
務
と
な
っ
た
場
合
に
限
る
。
）
　
四
　
受
託
者
の
債
務
（
信
託
財
産
責
任
負
担
債

務
を
除
く
。
）
　
に
係
る
債
権
が
受
託
者
に
帰
属
し
た
場
合
（
当
該
債
権
が
信
託
財
産
に
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
限
る
）
」
と
規

定
す
る
。

本
条
は
、
改
正
前
の
信
託
法
一
八
条
に
規
定
さ
れ
て
い
た
信
託
財
産
の
不
混
同
に
つ
い
て
、
民
法
に
お
け
る
物
権
の
混
同
に
関
す

る
規
定
（
民
一
七
九
条
、
五
二
〇
条
）
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
修
正
…
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
信
託
財
産
の
不
混
同
に
関
す
る
改
正

（1）

前
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
立
法
論
と
し
て
格
別
問
題
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
今
回
の
改
正
法
の
特
徴
は
、
受
託
者
の
二

重
人
格
性
（
信
託
財
産
の
受
託
者
と
し
て
の
地
位
（
信
託
法
上
の
地
位
）
と
国
有
財
産
の
所
有
者
と
し
て
の
地
位
（
民
法
上
の
地
位
）
）

の
区
別
に
基
づ
い
て
、
「
同
一
物
に
つ
い
て
所
有
権
及
び
他
の
物
権
が
信
託
財
産
と
国
有
財
産
又
は
他
の
信
託
財
産
と
に
そ
れ
ぞ
れ

（2）

帰
属
し
た
場
合
」
と
規
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
受
託
者
と
一
言
う
文
言
を
使
用
せ
ず
に
国
有
財
産
と
言
う
文
言
を
も
っ
て

規
定
し
た
か
ら
で
あ
る
。
信
託
財
産
の
混
同
が
問
題
に
な
る
の
は
、
所
有
権
以
外
の
権
利
（
例
え
ば
地
上
権
、
貸
借
権
等
）
が
信
託

財
産
で
あ
る
と
き
に
、
受
託
者
が
当
該
権
利
の
所
有
者
に
な
っ
た
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

改
正
法
本
条
三
項
は
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
規
定
で
あ
る
。
債
権
と
債
務
の
混
同
に
関
す
る
民
法
五
二
〇
条
を
ア
レ

（19）42巻1号（2007．7）



説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ン
ジ
し
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
、
立
法
論
と
し
て
、
格
別
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

信
託
財
産
と
固
有
財
産
の
混
同
の
問
題
は
、
受
託
者
が
相
続
そ
の
他
包
括
名
義
に
よ
り
信
託
財
産
に
つ
い
て
権
利
を
承
継
す
る
場

論
　
合
に
も
生
じ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
改
正
前
の
信
託
法
は
受
託
者
の
権
利
取
得
の
制
限
に
関
す
る
規
定
（
旧
信
託
法
二
二
条
二
項
）

の
準
用
に
な
っ
て
い
た
が
、
今
回
の
改
正
法
は
、
利
益
相
反
行
為
の
制
限
に
関
す
る
規
定
（
三
一
条
二
項
三
号
）
　
の
準
用
規
定
に
も

な
っ
て
お
ら
ず
、
削
除
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
本
条
に
か
か
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
も
一
案
だ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ

、
つ
0

仕
　
先
学
者
は
、
改
正
前
の
信
託
法
一
八
条
に
つ
い
て
、
立
法
論
と
し
て
格
別
問
題
に
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
唯
だ
信
託
財
産
が
所
有
権
以

外
の
権
利
で
あ
る
場
合
に
限
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
適
用
範
囲
の
狭
い
規
定
で
あ
っ
て
、
「
そ
の
適
用
さ
れ
る
場
合
は
少
な
い
」

（
岩
田
新
…
信
託
法
新
論
七
三
頁
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
今
回
の
改
正
法
は
、
表
現
方
法
に
は
疑
義
が
あ
る
が
、
民
法

一
七
九
条
一
項
の
規
定
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
追
加
し
た
た
め
に
、
そ
の
点
は
評
価
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

刷
　
法
制
審
議
会
に
お
け
る
審
議
に
お
い
て
、
信
託
財
産
に
実
質
的
法
主
体
性
は
認
め
な
い
と
い
う
前
提
で
議
論
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る

が
（
小
野
傑
・
深
山
雅
也
編
・
新
し
い
信
託
法
解
説
三
二
〇
頁
参
照
）
、
実
質
的
法
主
体
説
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
典
型
的
な
条
文
で

あ
る
。
実
質
的
法
主
体
説
に
立
脚
し
て
設
け
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
規
定
は
随
所
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
信
託
財
産
に
法
主
体
を
付
与
し
得

る
こ
と
の
是
非
は
別
に
し
て
、
実
質
的
法
主
体
説
に
立
つ
限
り
、
矛
盾
は
な
く
、
当
然
の
規
定
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

㈱
　
信
託
財
産
と
固
有
財
産
の
混
同
に
関
す
る
規
定
は
、
信
託
法
の
改
正
前
、
債
権
と
債
務
の
混
同
に
つ
い
て
、
民
法
五
二
〇
条
に
対
す
る

特
別
の
意
味
を
も
含
む
も
の
と
解
さ
れ
て
い
た
（
松
本
崇
・
信
託
法
（
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
）
一
二
六
頁
）
。
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第
二
三
　
信
託
財
産
責
任
負
担
債
務
の
範
囲

改
正
信
託
法
は
、
第
二
一
条
に
お
い
て
、
信
託
財
産
が
負
担
す
る
債
務
の
範
囲
に
つ
い
て
、
「
次
に
掲
げ
る
権
利
に
係
る
債
務
は
、



改正信託法評論（二）

信
託
財
産
責
任
負
担
債
務
と
な
る
。
一
受
益
債
権
、
二
　
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
に
つ
い
て
信
託
前
の
原
因
に
よ
っ
て
生
じ
た

権
利
、
三
　
信
託
前
に
生
じ
た
委
託
者
に
対
す
る
債
権
で
あ
っ
て
、
当
該
債
権
に
係
る
債
務
を
信
託
財
産
責
任
負
担
債
務
と
す
る
旨

の
信
託
行
為
の
定
め
が
あ
る
も
の
、
四
　
第
一
〇
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
受
益
権
取
得
請
求
権
、
五
　
信
託
財
産

の
た
め
に
し
た
行
為
で
あ
っ
て
受
託
者
の
権
限
に
属
す
る
も
の
に
よ
っ
て
生
じ
た
権
利
、
六
　
信
託
財
産
の
た
め
し
た
行
為
で
あ
っ

て
受
託
者
の
権
限
に
属
し
な
い
も
の
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
よ
っ
て
生
じ
た
権
利
　
イ
　
第
二
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
七
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
　
の
規
定
に
よ
り
取
り
消
す
こ
と
が

で
き
な
い
行
為
（
当
該
行
為
の
相
手
方
が
、
当
該
行
為
の
当
時
、
当
該
行
為
が
信
託
財
産
の
た
め
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知

ら
な
か
っ
た
も
の
　
（
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
に
つ
い
て
権
利
を
設
定
し
又
は
移
転
す
る
行
為
を
除
く
。
）
　
ロ
　
第
二
七
粂
第
一
項

又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
行
為
で
あ
っ
て
取
り
消
さ
れ
て
い
な
い
も
の
　
七
　
第
三
一
条
第
六
項
に
規

定
す
る
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
同
条
七
項
に
規
定
す
る
行
為
の
う
ち
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
行
為

又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
行
為
で
あ
っ
て
取
り
消
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
よ
っ
て
生
じ
た
権
利
　
八

受
託
者
が
信
託
事
務
を
処
理
す
る
に
つ
い
て
し
た
不
法
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
権
利
　
九
　
第
五
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

の
ほ
か
、
信
託
事
務
の
処
理
に
つ
い
て
生
じ
た
権
利
　
2
　
信
託
財
産
責
任
負
担
債
務
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
権
利
に
係
る
債
務
に
つ

い
て
、
受
託
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
の
み
を
も
っ
て
そ
の
履
行
の
責
任
を
負
う
。
一
受
益
債
権
　
二
　
信
託
行
為
に
第

二
一
六
条
第
一
項
の
定
め
が
あ
り
、
か
つ
、
第
二
三
二
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
登
記
が
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
信
託
債
権
（
信

託
財
産
責
任
負
担
債
務
に
係
る
債
権
で
あ
っ
て
、
受
益
債
権
で
な
い
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
　
三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の

ほ
か
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
の
み
を
も
っ
て
そ
の
履
行
の
責
任
を
負
う
も
の
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け

る
信
託
債
権
　
四
　
信
託
債
権
を
有
す
る
者
（
以
下
「
信
託
債
権
者
」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
の
み
を
も
っ

（21）42巻1号（2007．7）



説

て
そ
の
履
行
の
責
任
を
負
う
旨
の
合
意
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
信
託
債
権
」
と
規
定
す
る
。

本
条
は
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
規
定
で
あ
る
。
今
回
の
改
正
法
は
、
信
託
財
産
が
負
担
す
べ
き
債
務
の
範
囲
に
つ
い

論
　
て
、
改
正
前
の
信
託
法
に
は
存
し
な
か
っ
た
規
定
で
あ
る
が
（
例
外
、
旧
信
託
法
三
六
条
一
項
）
、
信
託
財
産
自
体
が
負
担
す
る
債

務
（
一
項
）
と
受
託
者
が
信
託
財
産
を
も
っ
て
履
行
す
べ
き
責
任
（
二
項
）

（2）

財
産
が
負
担
す
べ
き
債
務
と
し
て
、

（3）

0
　
受
益
債
権
（
受
益
者
の
給
付
請
求
権
）
　
に
基
づ
く
債
務
、

（1）

と
に
別
け
て
規
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
項
の
信
託

（4）

○
　
信
託
設
定
前
に
信
託
財
産
に
設
定
さ
れ
て
い
た
権
利
（
例
え
ば
、
抵
当
権
等
）
に
基
づ
く
債
務
、

且
　
信
託
設
定
前
に
委
託
者
が
負
担
す
る
債
務
に
つ
い
て
、
信
託
行
為
に
つ
い
て
信
託
財
産
が
負
担
す
る
旨
の
定
め
に
基
づ
く
債

（5）務
、

脚
　
重
要
な
信
託
の
変
更
（
一
〇
三
条
一
項
）
、
併
合
ま
た
は
分
割
（
一
〇
三
条
二
項
）
に
よ
る
信
託
財
産
か
ら
の
受
益
権
の
買

（6）

取
り
に
要
す
る
債
務
、

（7）

㈲
　
信
託
財
産
の
た
め
に
受
託
者
の
権
限
行
使
に
よ
り
生
じ
た
権
利
に
基
づ
く
債
務
、

㈹
　
信
託
財
産
の
た
め
に
受
託
者
の
権
限
外
の
行
為
に
よ
り
生
じ
た
権
利
の
う
ち
、
受
益
者
が
当
該
行
為
を
取
り
消
す
こ
と
が
で

（8）

き
な
い
行
為
（
二
七
条
一
項
、
二
項
参
照
）
　
に
よ
る
権
利
に
基
づ
く
債
務
、

㈹
　
受
託
者
の
利
益
相
反
行
為
の
う
ち
（
三
一
条
六
項
、
七
項
）
、
受
益
者
が
取
り
消
す
こ
と
の
で
き
な
い
行
為
又
は
取
り
消
す

（9）

こ
と
が
で
き
る
行
為
で
あ
っ
て
取
り
消
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
よ
っ
て
生
じ
た
権
利
に
基
づ
く
債
務
、

42巻1号（2∞7．7）（22）

㈹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

受
託
者
が
信
託
事
務
を
処
理
す
る
に
あ
た
っ
て
不
法
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
権
利
に
基
づ
く
債
務
、

（‖）

㈲
　
信
託
事
務
の
処
理
に
つ
い
て
生
じ
た
権
利
に
基
づ
く
債
務
、
等
で
あ
る
。



改正信託法評論（二）

本
条
二
項
に
お
い
て
は
、
信
託
財
産
が
負
担
す
る
債
務
の
う
ち
、
受
託
者
は
、
信
託
財
産
を
も
っ
て
履
行
す
る
責
任
を
負
う
も
の

と
し
て
、

0
　
受
益
債
権
に
基
づ
く
債
務
、

口
　
限
定
責
任
信
託
で
あ
り
（
二
一
六
条
一
項
）
、
そ
の
登
記
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
（
二
三
二
条
）
に
お
け
る
信
託
債
権
（
受

益
債
権
を
除
く
）
　
に
基
づ
く
債
務
、

日
　
本
法
に
お
い
て
信
託
財
産
を
も
っ
て
そ
の
履
行
の
責
任
を
負
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
信
託
債
権
に
基
づ
く
債
務
、

側
　
受
託
者
と
信
託
債
権
を
有
す
る
者
と
の
間
で
信
託
財
産
の
み
を
も
っ
て
履
行
す
べ
き
責
任
を
負
う
旨
の
合
意
に
よ
り
生
じ
た

信
託
債
権
に
基
づ
く
債
務
、
等
で
あ
る
。

信
託
財
産
が
負
担
す
べ
き
債
務
の
範
囲
と
規
定
す
る
本
条
は
、
規
定
内
容
自
体
に
も
疑
義
は
存
す
る
が
、
そ
の
是
非
は
別
に
し
て
、

超
個
人
的
要
素
を
重
視
す
る
立
場
に
よ
る
も
の
で
、
信
託
財
産
に
対
し
て
実
質
的
に
法
主
体
を
付
与
す
る
と
言
う
実
質
的
法
主
体
説

に
基
づ
く
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
債
権
説
の
よ
う
に
信
託
財
産
が
完
全
に
受
託
者
に
帰
属
す
る
と
解
さ
な
い
限

り
、
信
託
財
産
自
体
に
債
務
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
は
何
ら
矛
盾
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
他
の
立
法
例
を
か
ぎ
り
、
立
法
論

と
し
て
、
実
質
的
法
主
体
説
に
基
づ
く
信
託
の
構
成
が
は
た
し
て
妥
当
か
否
か
と
言
う
問
題
が
残
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

m
　
改
正
前
の
信
託
法
当
時
、
受
益
者
は
、
受
益
債
権
（
給
付
請
求
権
）
を
行
使
す
る
に
あ
た
り
、
受
託
者
に
対
し
て
行
使
す
べ
き
か
（
受

託
者
が
責
任
を
負
う
べ
き
か
）
、
そ
れ
と
も
、
信
託
財
産
に
対
し
て
行
使
す
べ
き
か
（
信
託
財
産
が
責
任
を
負
う
べ
き
か
）
、
議
論
が
あ
っ

た
。
信
託
利
益
の
給
付
義
務
に
つ
い
て
、
通
説
は
受
託
者
で
あ
る
と
す
る
の
に
対
し
て
、
実
質
的
法
主
体
説
は
、
信
託
財
産
で
あ
る
と
す

る
（
四
宮
和
夫
・
信
託
法
［
新
版
］
七
二
頁
、
中
野
正
俊
・
信
託
法
講
義
一
三
六
頁
以
下
参
照
）
。

剖
　
寺
本
振
透
宿
代
・
解
説
新
信
託
法
四
四
頁
に
よ
れ
ば
、
「
二
一
条
一
項
は
信
託
財
産
責
任
負
担
債
務
の
具
体
的
な
範
囲
を
規
定
し
て
い
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論　　説

る
。
こ
の
う
ち
、
二
号
お
よ
び
九
号
は
、
旧
法
〓
ハ
条
一
項
に
お
い
て
も
規
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
旧
法
下
で
の
取
扱
い
が
新
法

下
で
も
維
持
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
二
号
お
よ
び
五
号
に
つ
い
て
は
、
条
文
上
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
、
信
託
財
産
に

対
す
る
強
制
執
行
が
可
能
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
新
法
に
お
い
て
明
文
化
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
解
釈
論
と
し
て
、
二
号
な
い
し
九
号
に
つ
い
て
、
改
正
前
の
信
託
法
〓
ハ
条
一
項
は
規
定
さ
れ
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
「
一

号
な
い
し
五
号
の
規
定
に
つ
い
て
、
条
文
上
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
」
と
の
ご
指
摘
に
は
賛
同
す
る
。

㈹
　
信
託
用
語
の
規
定
に
よ
れ
ば
（
二
条
七
項
）
、
受
益
債
権
と
は
信
託
行
為
に
基
づ
い
て
受
託
者
が
受
益
者
に
対
し
て
負
う
債
務
と
規
定

す
る
が
、
本
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
受
益
債
権
に
つ
い
て
信
託
財
産
が
負
担
す
る
債
務
と
規
定
す
る
。

㈱
　
信
託
の
設
定
前
に
つ
い
て
既
に
権
利
が
設
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
規
定
で
あ
る
（
旧
信
託
法
一
六
条
一
項
参
照
）
。

㈱
　
信
託
行
為
に
信
託
財
産
が
負
担
す
る
旨
の
定
め
が
な
け
れ
ば
、
信
託
設
定
前
に
委
託
者
が
負
担
す
る
債
務
に
つ
い
て
、
信
託
財
産
は
責

任
を
負
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。
信
託
財
産
に
対
す
る
強
制
執
行
等
の
適
否
に
関
す
る
問
題
と
し
て
、
信
託
設
定
後
、
委
託
者
の
一
般
債
権

者
に
対
し
て
、
信
託
財
産
は
責
任
を
負
担
し
な
い
と
解
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

㈲
　
集
団
信
託
を
前
提
に
し
た
規
定
と
思
わ
れ
る
が
、
個
別
信
託
に
も
適
用
さ
れ
る
の
か
議
論
の
存
す
る
規
定
で
あ
る
。
集
団
信
託
を
前
提

に
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
格
別
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

聞
　
信
託
事
務
の
処
理
に
よ
り
生
じ
た
債
務
で
あ
り
、
当
然
の
規
定
で
あ
る
（
旧
信
託
法
一
六
条
一
項
、
三
六
条
一
項
）
。
た
だ
し
、
（
九
）

号
に
同
様
な
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

㈱
　
意
味
不
明
の
規
定
で
あ
る
。
受
託
者
が
信
託
事
務
を
処
理
す
る
に
あ
た
っ
て
不
法
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
権
利
に
基
づ
く
債
務
の
場
合

（
脚
注
㈹
）
と
同
様
、
疑
義
の
存
す
る
規
定
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

㈱
　
受
託
者
の
利
益
相
反
行
為
に
つ
い
て
、
受
益
者
が
取
消
し
得
る
の
に
取
消
し
な
か
っ
た
た
め
、
追
認
し
た
も
の
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

㈹
　
受
託
者
の
信
託
事
務
の
処
理
に
つ
き
受
託
者
の
不
法
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
債
務
を
信
託
財
産
が
責
任
を
負
担
す
る
旨
の
規
定
で
あ
ろ

ぅ
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
立
法
論
と
し
て
、
疑
義
の
存
す
る
規
定
で
あ
ろ
う
。

㈹
　
脚
注
㈲
と
同
意
義
の
規
定
と
解
し
得
る
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
当
然
の
規
定
で
あ
る
（
旧
信
託
法
〓
ハ
条
一
項
、
三
六
条
二
項
）
。

第
二
四
　
信
託
財
産
に
属
す
る
債
権
等
に
つ
い
て
の
相
殺
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改正信託法評論（二）

改
正
信
託
法
は
、
第
二
二
条
に
お
い
て
、
信
託
財
産
と
の
相
殺
に
つ
い
て
、
「
受
託
者
が
国
有
財
産
又
は
他
の
信
託
の
信
託
財
産

（
第
二
号
に
お
い
て
「
固
有
財
産
等
」
と
い
う
。
）
　
に
属
す
る
財
産
の
み
を
も
っ
て
履
行
す
る
責
任
を
負
う
債
務
（
第
一
号
及
び
第
二

号
に
お
い
て
「
固
有
財
産
等
責
任
負
担
債
務
」
と
い
う
。
）
　
に
係
る
債
権
を
有
す
る
者
は
、
当
該
債
権
を
も
っ
て
信
託
財
産
に
属
す

る
債
権
に
係
る
債
務
と
相
殺
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
一
当
該
固
有

財
産
等
責
任
負
担
債
務
に
係
る
債
権
を
有
す
る
者
が
、
当
該
債
権
を
取
得
し
た
時
又
は
当
該
信
託
財
産
に
属
す
る
債
権
に
係
る
債
務

を
負
担
し
た
時
の
い
ず
れ
か
遅
い
時
に
お
い
て
、
当
該
国
有
財
産
等
責
任
負
担
債
務
が
信
託
財
産
責
任
負
担
債
務
で
な
い
時
又
は
当

該
信
託
財
産
に
属
す
る
債
権
に
係
る
債
務
を
負
担
し
た
時
の
い
ず
れ
か
遅
い
こ
と
を
知
ら
ず
、
か
つ
、
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き

過
失
が
な
か
っ
た
場
合
　
二
　
当
該
国
有
財
産
等
責
任
負
担
債
務
に
係
る
債
権
を
有
す
る
者
が
、
当
該
債
権
を
取
得
し
た
時
又
は
当

該
信
託
財
産
に
属
す
る
債
権
に
係
る
債
務
を
負
担
し
た
時
の
い
ず
れ
か
遅
い
時
に
お
い
て
、
当
該
固
有
託
財
産
等
責
任
負
担
債
務
が

信
託
財
産
責
任
負
担
債
務
で
な
い
こ
と
を
知
ら
ず
、
か
つ
、
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
過
失
が
な
か
っ
た
場
合
　
2
　
前
項
本
文

の
規
定
は
、
第
三
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
受
託
者
が
前
項
の
相
殺
を
承
認
し
た
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。
3

信
託
財
産
責
任
負
担
債
務
（
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
の
み
を
も
っ
て
そ
の
履
行
の
責
任
を
負
う
も
の
に
限
に
係
る
債
権
を
有
す

る
者
は
、
当
該
債
権
を
も
っ
て
固
有
財
産
に
属
す
る
債
権
に
係
る
債
務
と
相
殺
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
信
託
財

産
責
任
負
担
債
務
に
係
る
債
権
を
有
す
る
者
が
、
当
該
債
権
を
取
得
し
た
時
又
は
当
該
国
有
財
産
に
属
す
る
債
権
に
係
る
債
務
を
負

担
し
た
時
の
い
ず
れ
か
遅
い
時
に
お
い
て
、
当
該
国
有
財
産
に
属
す
る
債
権
が
信
託
財
産
に
属
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
知
ら
ず
、

か
つ
、
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
過
失
が
な
か
っ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
4
　
前
項
本
文
の
規
定
は
、
受
託
者
が
同
項

の
相
殺
を
承
認
し
た
と
き
は
、
適
用
し
な
い
」
と
規
定
す
る
。

本
条
一
項
は
、
受
託
者
が
国
有
財
産
を
も
っ
て
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
債
務
に
つ
い
て
、
受
託
者
の
国
有
財
産
に
対
し
て
債
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説

権
を
有
す
る
者
は
、
そ
の
債
権
を
も
っ
て
、
信
託
財
産
に
属
す
る
債
務
と
相
殺
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
旨
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
本
条
が
禁
止
す
る
の
は
「
信
託
財
産
に
属
す
る
債
務
（
受
託
者
の
信
託
財
産
が
有
す
る
債
務
）
」
と
「
信
託
財
産
に
属

論
　
し
な
い
債
権
（
受
託
者
の
固
有
財
産
が
有
す
る
債
権
」
）
と
の
相
殺
で
あ
る
。

改
正
前
の
信
託
法
に
お
い
て
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
債
権
の
相
殺
に
つ
い
て
、
「
信
託
財
産
こ
属
ス
ル
債
権
ト
信
託
財
産
こ
属

セ
サ
ル
債
務
ト
ハ
相
殺
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
規
定
し
て
い
た
　
（
旧
信
託
法
一
七
条
）
。
す
な
わ
ち
、
信
託
財
産
に
属
す
る
債
権

と
信
託
財
産
に
属
さ
な
い
債
務
と
の
相
殺
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
受
託
者
た
る
銀
行
が
信
託
財
産
た
る
金
銭
を

相
手
方
た
る
顧
客
に
貸
付
け
、
反
対
に
、
顧
客
が
銀
行
に
預
金
し
た
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
前
者
が
信
託
財
産
に
属
す
る
債
権
で
あ

り
、
後
者
が
信
託
財
産
に
属
さ
な
い
債
務
で
あ
る
。
か
か
る
場
合
、
実
質
上
他
人
の
財
産
で
あ
る
信
託
財
産
を
も
っ
て
受
託
者
個
人

の
債
務
と
の
相
殺
を
禁
止
す
る
必
要
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
「
信
託
財
産
に
属
す
る
債
権
」
と
「
信
託
財
産
に
属
し
な
い
債
務
」
と

の
相
殺
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
受
託
者
は
、
他
人
の
財
産
で
あ
る
信
託
財
産
に
よ
っ
て
、
自
己
の
債
務
を
免
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら

（1）

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
受
託
者
の
相
手
方
か
ら
相
殺
の
意
思
表
示
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
問
題
に
な
る
意
思
表
示
は
、
受

（2）

託
者
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
今
回
の
改
正
法
は
、
改
正
前
の
信
託
法
に
お
け
る
相
殺
禁
止
の
規
定
と
は
全
く
相
違
す
る
立
場
に
立
脚
し
て
規
定
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
主
に
相
殺
が
問
題
に
な
る
の
は
「
信
託
財
産
に
属
す
る
債
権
」
と
「
信
託
財
産
に
属

し
な
い
債
務
」
と
の
相
殺
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
回
の
改
正
法
は
か
か
る
相
殺
を
禁
止
す
る
規
定
で
は
な
い
。
改
正
法
に
よ
れ
ば
、
「
信

託
財
産
に
属
す
る
債
務
」
と
「
信
託
財
産
に
属
さ
な
い
債
権
」
と
の
相
殺
で
あ
る
た
め
、
受
託
者
は
、
一
方
で
信
託
財
産
の
損
失
に

お
い
て
、
他
方
で
信
託
の
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
し
て
、
改
正
法
本
条
に
規
定
さ
れ
た
よ
う
な
相
殺
に
つ
い
て
、

解
釈
論
と
し
て
、
受
託
者
の
相
手
方
か
ら
の
相
殺
で
あ
り
、
信
託
財
産
に
損
失
が
生
じ
る
よ
う
な
相
殺
で
な
い
た
め
、
相
殺
を
禁
止
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（3）

す
べ
き
規
定
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

川
　
「
信
託
財
産
に
属
す
る
債
務
」
と
「
信
託
財
産
に
属
し
な
い
債
権
」
と
の
相
殺
は
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
受
託
者
の
国
有
財
産
か

ら
金
員
を
貸
付
け
、
反
対
に
、
そ
の
相
手
方
が
信
託
財
産
の
修
繕
に
よ
り
、
修
繕
代
金
請
求
権
を
有
す
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
場
合
に
は
、
修
繕
代
金
請
求
権
者
か
ら
の
相
殺
の
意
思
表
示
が
行
わ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
一
般
的
に
、
相
殺
の
意
思
表
示

を
す
る
者
は
、
相
殺
に
よ
る
不
利
益
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

畑
　
本
条
た
だ
し
書
規
定
は
、
相
殺
の
意
思
表
示
を
す
る
の
が
受
託
者
の
相
手
方
を
前
提
に
し
て
い
る
た
め
、
受
託
者
が
相
殺
の
承
認
権
を

有
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

㈱
　
相
殺
禁
止
を
規
定
す
る
改
正
前
の
信
託
法
一
七
条
に
つ
い
て
、
実
質
的
法
主
体
説
に
よ
れ
ば
、
受
託
者
は
信
託
財
産
に
対
し
て
名
義
と

管
理
権
を
有
す
る
と
解
す
る
た
め
、
本
来
「
信
託
財
産
に
属
す
る
債
権
」
と
「
信
託
財
産
に
属
せ
ざ
る
債
務
」
と
の
相
殺
禁
止
を
説
明
で

き
な
か
っ
た
問
題
で
あ
る
。
相
殺
禁
止
が
問
題
に
な
る
の
は
、
改
正
前
の
信
託
法
一
七
条
の
よ
う
に
、
「
信
託
財
産
に
属
す
る
債
権
」
と
「
信

託
財
産
に
属
し
な
い
債
務
」
と
の
相
殺
を
禁
止
す
る
こ
と
で
足
り
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
中
野
正
俊
・
信
託
法
講
義
八
四
頁
以
下
参
照
）
。

第
二
五
　
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
に
対
す
る
強
制
執
行
等
の
制
限
等

改
正
信
託
法
は
、
第
二
三
条
に
お
い
て
、
信
託
財
産
に
対
す
る
強
制
執
行
等
に
つ
い
て
、
「
信
託
財
産
責
任
負
担
債
務
に
係
る
債

権
（
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
に
つ
い
て
生
じ
た
権
利
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
　
に
基
づ
く
場
合
を
除
き
、
信
託
財
産
に

属
す
る
財
産
に
対
し
て
は
、
強
制
執
行
、
仮
差
押
え
、
仮
処
分
若
し
く
は
担
保
権
の
実
行
若
し
く
は
競
売
（
担
保
権
の
実
行
と
し
て

の
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
国
税
滞
納
処
分
（
そ
の
例
に
よ
る
処
分
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

2
　
第
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
っ
て
信
託
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
委
託
者
が
そ
の
債
権
者
を
害
す
る
こ
と
を
知
っ
て
当

該
信
託
を
し
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
信
託
財
産
責
任
負
担
債
務
に
係
る
債
権
を
有
す
る
債
権
者
の
ほ
か
、
当
該
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委
託
者
（
受
託
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
債
権
で
信
託
前
に
生
じ
た
も
の
を
有
す
る
者
は
、
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産

に
対
し
、
強
制
執
行
、
仮
差
押
え
、
仮
処
分
若
し
く
は
担
保
権
の
実
行
若
し
く
は
壁
冗
又
は
国
税
滞
納
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

論
　
た
だ
し
、
受
益
者
が
現
に
存
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
受
益
者
の
全
部
又
は
一
部
が
、
受
益
者
と
し
て
の
指
定
を
受
け
た
こ
と
を

知
っ
た
時
又
は
受
益
権
を
譲
り
受
け
た
時
に
お
い
て
債
権
者
を
害
す
べ
き
事
実
を
知
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

3
　
第
二
条
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
4
　
前
二
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の

信
託
が
さ
れ
た
時
か
ら
二
年
間
を
経
過
し
た
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。
5
　
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
強
制

執
行
、
仮
差
押
え
、
仮
処
分
又
は
担
保
権
の
実
行
若
し
く
は
競
売
に
対
し
て
は
、
受
託
者
又
は
受
益
者
は
、
異
議
を
主
張
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
民
事
執
行
法
（
昭
和
五
四
年
法
律
第
四
号
）
第
三
八
条
及
び
民
事
保
全
法
（
平
成
元
年
法
律

第
九
二
三
第
四
五
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
6
　
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
さ
れ
た
国
税
滞
納
処
分
に
対
し
て
は
、

受
託
者
又
は
受
益
者
は
、
異
議
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
異
議
の
主
張
は
、
当
該
国
税
滞
納
処

分
に
つ
い
て
不
服
の
申
立
て
を
す
る
方
法
で
す
る
」
と
規
定
す
る
。

本
条
第
一
項
は
、
改
正
前
の
信
託
法
一
六
条
に
規
定
さ
れ
て
い
た
信
託
財
産
に
対
す
る
強
制
執
行
等
の
禁
止
に
関
す
る
規
定
を
ア

レ
ン
ジ
し
て
修
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
改
正
前
の
信
託
法
一
六
条
一
項
は
、
「
信
託
財
産
二
付
信
託
前
ノ
原
因
こ
因
リ
テ
生
シ
タ

ル
権
利
又
ハ
信
託
事
務
ノ
処
理
二
付
生
シ
タ
ル
権
利
こ
基
ク
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
信
託
財
産
こ
対
シ
強
制
執
行
、
仮
差
押
若
ハ
仮
処
分

ヲ
為
シ
又
ハ
之
ヲ
競
売
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
規
定
し
、
信
託
財
産
に
対
す
る
不
可
侵
の
原
則
を
明
定
し
て
い
た
（
青
木
徹
二
・
信

託
法
論
第
二
版
二
〇
五
頁
、
栗
栖
剋
夫
・
信
託
法
網
論
一
三
九
頁
、
上
田
啓
次
・
信
託
制
度
と
そ
の
利
用
四
六
頁
、
田
中
賓
「
信
託
法
講
義

㈲
」
信
託
二
二
号
一
二
八
頁
参
照
）
。
信
託
の
特
質
上
受
託
者
の
固
有
財
産
の
よ
う
な
状
態
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
形
式
上
受
託
者
が
信
託
財
産
の
名
義
を
有
す
る
た
め
、
受
託
者
の
債
権
者
ま
た
は
他
の
信
託
財
産
の
債
権
者
等
か
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改正信託法評論（二）

（1）

ら
信
託
財
産
に
対
し
て
強
制
執
行
等
を
し
て
く
る
恐
れ
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
信
託
の
公
示
が
履
践
さ
れ
て
い
る
財
産

に
つ
い
て
は
、
受
託
者
個
人
の
債
権
者
が
信
託
財
産
に
対
し
て
強
制
執
行
等
を
し
て
も
、
受
託
者
ま
た
は
受
益
者
は
異
議
を
主
張
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
二
三
条
五
項
）
。
公
示
方
法
の
定
め
の
な
い
財
産
に
つ
い
て
は
、
解
釈
論
の
問
題
で
あ
る
（
三
四
条

（2）

一
項
二
号
、
三
号
参
照
）
。
担
保
権
の
実
行
（
信
託
財
産
に
つ
き
設
定
さ
れ
た
抵
当
権
等
）
ま
た
は
国
税
滞
納
処
分
（
国
税
滞
納
に

ょ
る
信
託
財
産
に
対
す
る
差
押
え
等
）
　
に
関
す
る
規
定
は
、
今
回
の
改
正
法
本
条
第
一
項
に
追
加
さ
れ
た
規
定
で
あ
る
が
、
こ
の
点

を
除
き
、
改
正
信
託
法
一
六
条
一
項
の
精
神
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
条
二
項
は
、
信
託
宣
言
（
自
己
信
託
）
　
に
よ
る
信
託
の
設
定
の
場
合
の
規
定
で
あ
る
。
今
回
の
改
正
法
で
信
託
宣
言
に
よ
る
信

託
の
設
定
を
容
認
す
る
以
上
　
（
三
条
三
項
）
、
必
要
的
規
定
で
あ
る
。
債
権
者
に
対
す
る
執
行
免
脱
を
意
図
し
て
、
信
託
宣
言
に
よ

る
信
託
の
設
定
を
す
る
者
が
存
す
る
こ
と
が
予
想
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
書
で
、
善
意
の
受
益
者
の
既
得
権
を
保
護
し
て
い

る
。
格
別
問
題
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
今
回
の
改
正
法
に
よ
り
、
国
税
当
局
は
、
国
税
滞
納
者
が
委
託
者
と
し
て
設
定
し
た
信
託

に
お
い
て
、
そ
の
信
託
財
産
に
対
し
て
、
国
税
滞
納
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
今
回
の
改
正
法
前
に
お
い
て
は
、

解
釈
論
と
し
て
、
国
税
当
局
は
、
租
税
債
権
者
と
し
て
改
正
前
の
信
託
法
五
八
条
に
規
定
す
る
「
利
害
関
係
人
」
と
し
て
、
信
託
の

解
除
権
の
行
使
に
よ
っ
て
処
理
す
る
こ
と
が
提
唱
さ
れ
て
い
た
（
書
国
二
郎
・
荒
井
勇
・
志
場
喜
徳
郎
共
編
・
国
税
徴
収
法
精
解
（
大
蔵

財
務
協
会
一
九
九
六
年
）
。

本
条
三
項
は
、
詐
害
信
託
の
場
合
で
あ
る
。
詐
害
信
託
の
場
合
、
当
然
に
信
託
財
産
に
対
し
て
強
制
執
行
等
な
し
得
る
と
解
し
て

差
し
支
え
な
い
が
、
他
方
で
か
か
る
信
託
の
取
消
を
為
し
得
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
二
条
一
項
）
。
解
釈
論
と
し
て
、
強
制
執

行
等
と
裁
判
所
に
対
す
る
取
消
の
請
求
と
の
競
合
関
係
が
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

本
条
四
項
は
、
信
託
宣
言
に
よ
る
信
託
の
設
定
の
場
合
で
あ
る
が
、
か
か
る
信
託
の
設
定
後
二
年
間
を
経
過
す
る
と
、
強
制
執
行
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等
で
き
な
い
旨
を
明
宝
す
る
。
格
別
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
二
年
間
に
限
定
す
る
こ
と
は
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
二

年
経
過
後
に
債
務
超
過
と
な
る
こ
と
も
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

論
　
本
条
五
項
は
、
改
正
前
の
信
託
法
一
六
条
二
項
に
規
定
す
る
「
委
託
者
の
相
続
人
」
を
削
除
し
て
い
る
が
、
整
前
の
信
託
法
同
条

を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
。
委
託
者
死
亡
の
場
合
に
は
、
そ
の
相
続
人
が
委
託
者
の
権
利
義
務
を
承
継
す
る
と
解
し
得
る
な
ら
ば
、

格
別
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

本
条
六
項
は
、
国
税
滞
納
処
分
に
関
連
し
て
新
設
さ
れ
た
規
定
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
項
は
、
解
釈
論
と
し
て
、
国
税
当
局
の
国

税
滞
納
処
分
は
信
託
設
定
前
に
生
じ
た
滞
納
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
規
定
に
な
っ
て
い
る
。
信
託
設
定
後
の
国
税
滞
納
に
つ

い
て
は
、
強
制
執
行
等
は
制
限
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
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Ⅲ
　
改
正
前
の
信
託
法
に
お
い
て
、
信
託
財
産
に
対
し
て
強
制
執
行
等
を
な
し
得
な
い
者
に
つ
い
て
、
何
人
が
な
し
得
な
い
か
主
語
に
あ
た

る
文
言
が
存
し
な
い
た
め
に
、
す
べ
て
の
者
が
強
制
執
行
等
な
し
得
な
い
と
解
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
信
託
財
産
は
法
律
上
受

託
者
の
名
義
に
属
す
る
と
は
言
っ
て
も
受
託
者
の
国
有
財
産
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
委
託
者
（
受
益
者
）
　
の
債
権
者
を
除
き
、

受
託
者
個
人
の
債
権
者
の
み
が
信
託
財
産
に
対
し
て
強
制
執
行
等
で
き
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
提
唱
し
た
こ
と
が
あ
る
（
中
野
…
長

岐
「
信
託
に
お
け
る
差
押
の
可
否
」
韓
日
商
事
法
と
信
託
法
の
諸
問
題
（
経
営
法
律
第
一
〇
輯
）
六
一
五
頁
以
下
参
照
）
。
信
託
設
定
後

委
託
者
が
破
産
し
た
場
合
、
信
託
財
産
は
、
委
託
者
の
破
産
財
団
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
　
（
東
地
判
昭
和
八
年
一
二
月
九
日
評

論
二
三
巻
諸
法
五
二
頁
（
中
野
・
信
託
法
判
例
研
究
へ
新
訂
版
）
二
六
七
頁
）
）
。

㈲
　
公
示
方
法
の
定
め
の
な
い
財
産
に
つ
い
て
は
、
何
ら
の
対
抗
要
件
を
具
備
し
て
い
な
く
て
も
、
信
託
財
産
で
あ
る
こ
と
を
善
意
の
第
三

者
に
対
抗
し
得
る
と
解
し
て
い
る
（
青
木
徹
二
…
信
託
法
論
二
版
一
九
二
頁
、
入
江
真
太
郎
・
信
託
法
原
論
二
五
五
頁
、
三
淵
忠
彦
…
信

託
法
及
信
託
業
法
五
〇
頁
、
四
宮
和
夫
・
信
託
法
［
新
版
］
一
六
九
頁
脚
注
②
、
大
阪
谷
公
雄
・
総
合
判
例
研
究
叢
書
民
法
（
2
2
）

一
九
一
貫
、
最
判
昭
和
二
九
年
二
月
一
六
日
第
三
小
法
廷
判
時
四
一
号
一
貫
（
中
野
・
前
掲
書
八
四
頁
以
下
参
照
）
）
。



改正信託法評論（二）

第
二
六
　
信
託
財
産
か
ら
の
費
用
又
は
報
酬
の
支
弁
等

改
正
信
託
法
は
、
第
二
四
条
に
お
い
て
、
信
託
財
産
か
ら
の
費
用
又
は
報
酬
の
支
弁
等
に
つ
い
て
、
「
前
条
第
五
項
又
は
第
六
項

の
規
定
に
よ
る
異
議
に
係
る
訴
え
を
提
起
し
た
受
益
者
が
勝
訴
（
一
部
勝
訴
を
含
む
。
）
　
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
訴
え
に
係
る

訴
訟
に
関
し
、
必
要
な
費
用
　
（
訴
訟
費
用
を
除
く
。
）
　
を
支
出
し
た
と
き
又
は
弁
護
士
、
弁
護
士
法
人
、
司
法
書
士
若
し
く
は
司
法

書
士
法
人
に
報
酬
を
支
払
う
べ
き
と
き
は
、
そ
の
費
用
又
は
報
酬
は
、
そ
の
額
の
範
囲
内
で
相
当
と
認
め
ら
れ
る
額
を
限
定
し
て
、

信
託
財
産
か
ら
支
弁
す
る
。
2
　
前
項
の
訴
え
を
提
起
し
た
受
益
者
が
敗
訴
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
悪
意
が
あ
っ
た
と
き
を
除
き
、

当
該
受
益
者
は
、
受
託
者
に
対
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
」
と
規
定
す
る
。

本
条
は
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
規
定
で
あ
る
。
本
条
の
タ
イ
ト
ル
に
「
信
託
財
産
か
ら
の
費
用
又
は
報
酬
の
支
弁
等
」

（1）

と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
本
条
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
信
託
財
産
に
対
す
る
強
制
執
行
等
の
異
議
の
訴
え
に
要
し
た
費
用
に
限
定
さ
れ

た
規
定
で
あ
る
。
前
に
も
触
れ
た
「
信
託
財
産
責
任
負
担
債
務
の
範
囲
」
に
挿
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
信
託
財
産

が
負
担
す
べ
き
債
務
の
性
質
は
相
異
す
る
が
、
信
託
財
産
保
護
の
た
め
の
費
用
だ
か
ら
で
あ
る
。

一
般
的
に
、
信
託
財
産
か
ら
の
支
弁
に
関
し
て
問
題
に
な
る
の
は
、
信
託
財
産
に
係
る
費
用
に
つ
い
て
、
信
託
財
産
の
元
本
か
ら

（2）

支
出
す
べ
き
か
、
収
益
か
ら
支
出
す
べ
き
か
と
言
う
観
点
か
ら
議
論
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
必
要
費
か
有
益
費
か
と
言
う

よ
う
な
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
信
託
財
産
に
関
す
る
訴
訟
の
提
起
、
応
訴
を
は
じ
め
、
信
託
財
産
に
対
す
る
修
繕
お
よ
び
改
良
、

（3）

土
地
の
開
発
行
為
等
に
要
す
る
費
用
で
あ
る
。

仙
　
本
条
と
同
文
の
規
定
が
四
五
条
一
項
、
二
項
、
六
一
条
一
項
、
二
項
等
に
存
す
る
が
、
粂
文
数
が
多
い
た
め
に
個
々
に
規
定
す
る
こ
と

も
致
し
か
た
な
い
と
し
て
も
、
本
条
の
準
用
の
規
定
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
の
で
は
あ
ろ
う
か
。

㈲
　
海
原
文
雄
・
英
米
信
託
法
概
論
二
七
六
頁
以
下
参
照
、
同
・
英
米
信
託
法
の
諸
問
題
　
（
上
巻
・
基
礎
編
）
　
三
九
九
頁
－
四
五
五
頁
参
照
。
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㈱
　
米
国
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
　
（
二
版
）
　
二
三
三
条
脚
注
参
照
。

説諭
　
　
第
二
七
　
信
託
財
産
と
受
託
者
の
破
産
手
続
等
と
の
関
係
等

改
正
信
託
法
は
、
第
二
五
条
に
お
い
て
、
信
託
財
産
と
受
託
者
の
破
産
手
続
等
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
1
　
受
託
者
が
破
産
手

続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
は
、
破
産
財
団
に
属
し
な
い
。
2
　
前
項
の
場
合
に
は
、

受
益
債
権
は
、
破
産
債
権
と
な
ら
な
い
。
信
託
債
権
で
あ
っ
て
受
託
者
が
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
の
み
を
も
っ
て
そ
の
履
行
の
責

任
を
負
う
も
の
も
、
同
様
と
す
る
。
3
　
第
一
項
の
場
合
に
は
、
破
産
法
第
二
五
二
条
第
一
項
の
免
責
許
可
の
決
定
に
よ
る
信
託
債

権
（
前
項
に
規
定
す
る
信
託
債
権
を
除
く
。
）
　
に
係
る
債
務
の
免
責
は
、
信
託
財
産
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
そ
の
効
力
を
主
張
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
4
　
受
託
者
が
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
信
託
財
産
に
属
す
る
財
産
は
、
再
生

債
務
者
財
産
に
属
し
な
い
。
5
　
前
項
の
場
合
に
は
、
受
益
債
権
は
、
再
生
債
権
と
な
ら
な
い
。
信
託
債
権
で
あ
っ
て
受
託
者
が
信

託
財
産
に
属
す
る
財
産
の
み
を
も
っ
て
そ
の
履
行
の
責
任
を
負
う
も
の
も
、
同
様
と
す
る
。
6
　
第
四
項
の
場
合
に
は
、
再
生
計
画
、

再
生
計
画
認
可
の
決
定
又
は
民
事
再
生
法
第
二
三
五
条
第
一
項
の
免
責
の
決
定
に
よ
る
信
託
債
権
（
前
項
に
規
定
す
る
信
託
債
権
を

除
く
。
）
　
に
係
る
債
務
の
免
責
又
は
変
更
は
、
信
託
財
産
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
そ
の
効
力
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
7

前
三
項
の
規
定
は
、
受
託
者
が
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
項
中

「
再
生
債
務
者
財
産
」
と
あ
る
の
は
「
更
生
会
社
財
産
　
（
会
社
更
生
法
第
二
条
第
一
四
項
に
規
定
す
る
更
生
会
社
財
産
又
は
金
融
機

関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
六
九
条
第
一
四
項
に
規
定
す
る
更
生
会
社
財
産
を
い
う
。
）
　
又
は
更
生
協
同
組
織

金
融
撥
関
財
産
　
（
同
法
第
四
条
第
一
四
項
に
規
定
す
る
更
生
協
同
組
織
金
融
機
関
財
産
を
い
う
。
）
」
と
、
第
五
項
中
「
再
生
債
権
」

と
あ
る
の
は
「
更
生
債
権
又
は
更
生
担
保
権
」
と
、
前
項
中
「
再
生
計
画
、
再
生
計
画
認
可
の
決
定
又
は
民
事
再
生
法
第
二
三
五
条
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第
一
項
の
免
責
の
決
定
」
と
あ
る
の
は
「
更
生
計
画
又
は
更
生
計
画
認
可
の
決
定
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
」
規
定
す
る
。

本
条
は
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
規
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
条
は
、
受
託
者
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た

と
き
、
信
託
財
産
の
法
律
上
の
地
位
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
受
託
者
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た

場
合
、
信
託
財
産
は
、
受
託
者
の
破
産
財
団
か
ら
排
除
さ
れ
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
信
託
財
産
は
受
託
者
に
完
全
に
移
転
す
る
と

解
す
る
債
権
説
に
よ
れ
ば
、
説
明
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
が
、
登
記
ま
た
は
登
録
の
方
法
の
あ
る
財
産
に
つ
い
て
は
、
登
記
ま
た

は
登
録
に
よ
っ
て
、
信
託
財
産
は
「
特
別
財
産
」
あ
る
い
は
「
目
的
財
産
」
と
捉
え
て
い
る
（
入
江
真
太
郎
「
信
託
財
産
に
対
す
る
考
察
」

民
商
一
六
巻
五
号
四
八
二
頁
参
照
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
債
権
説
に
よ
っ
て
も
、
受
託
者
の
破
産
財
団
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
今

回
の
改
正
法
は
、
と
く
に
信
託
財
産
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
、
実
質
的
法
主
体
説
に
基
づ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
受
託
者

の
破
産
財
団
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

そ
れ
よ
り
も
、
委
託
者
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
と
き
、
信
託
財
産
の
法
律
上
の
地
位
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
べ
き

で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
来
、
多
数
説
は
、
信
託
設
定
後
、
信
託
財
産
は
何
人
に
も
属
さ
な
い
財
産
（
n
O
b
O
d
y
－
s

p
r
O
p
e
r
里
　
に
な
っ
て
、
信
託
財
産
は
独
立
性
を
有
す
る
か
ら
、
強
制
執
行
の
対
象
に
な
ら
な
い
と
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、
解
釈

論
と
し
て
、
委
託
者
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
場
合
、
委
託
者
ま
た
は
受
益
者
は
利
害
関
係
人
の
請
求
に
よ
っ
て
信
託
の

解
除
に
応
じ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
結
果
と
し
て
破
産
財
団
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
経
済
法
令
研

究
会
編
…
信
託
の
実
務
五
六
頁
、
東
地
判
昭
和
八
年
一
二
月
九
日
評
論
二
三
巻
諸
法
五
二
頁
（
中
野
正
俊
・
信
託
法
判
例
研
究
（
新
訂
版
）

二
六
七
頁
参
照
、
上
田
啓
次
・
信
託
制
度
と
そ
の
利
用
二
〇
頁
は
、
委
託
者
破
産
の
場
合
、
委
託
者
の
破
産
財
団
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
、
と
す

る
）
。
し
た
が
っ
て
、
委
託
者
の
破
産
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
破
産
法
上
の
問
題
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
実
質
的
法
主
体
説
で
構
成（1）

す
る
か
ぎ
り
、
立
法
に
よ
る
手
当
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
信
託
財
産
の
独
立
性
を
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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論　　説

m
　
信
託
財
産
に
つ
い
て
、
「
信
託
財
産
の
独
立
性
（
信
託
財
産
は
何
人
に
も
属
さ
な
い
財
産
）
」
と
構
成
し
得
る
し
て
も
、
委
託
者
破
産
の

場
合
、
破
産
法
に
よ
り
、
委
託
者
の
破
産
財
団
に
組
み
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ら
ば
、
信
託
財
産
は
、
受
託
者
の
国
有
財
産
と

は
独
立
し
て
い
る
と
言
う
意
味
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
信
託
財
産
が
委
託
者
の
財
産
と
も
独
立
し
て
い
る
と
す
る
た
め
は
立
法
に
よ

る
他
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

本
稿
は
、
レ
フ
リ
ー
付
き
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
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